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［災－４３］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：砂防課・管理調整係　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　線：３３６４　　

許認可等名称 砂防指定地内における制限行為の許可

法 令 等 名 称 砂防法、新潟県砂防指定地等管理条例、新潟県砂防指定地等管理条例施行規則

目 的 等
砂防指定地において、治水上砂防のため、指定地の現状を変更して土砂の流出等をきたし、又はそのおそれ
のある行為を禁止若しくは制限する。

対 象 地 域 砂防指定地

規 制 行 為
及 び 基 準

【禁止行為】（法４条、条例３条）
   何人もみだりに砂防設備、準用施設物を損傷する行為をしてはならない。

【制限行為】（法４条、条例４条、規則３条）
   砂防指定地において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
　（非常災害のために必要な応急措置として行う行為、規則で定める軽易な行為を除く）
     １　工作物の新築、改築、移転又は除却
     ２　立竹木の伐採、樹根若しくは芝草の採取、立竹木の滑下若しくは地引による運搬又は立竹木の流送
     ３　土地の掘さく、盛土、切土その他土地の原状を変更する行為
     ４　土石（砂れきを含む。）の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄
     ５　牛、馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留
     ６　火入れ又はたき火
     ７　前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障のある行為

【許可基準】（平成６年９月３０日付け建設省河政発第５２号）
   申請された行為の内容が、当該土地の砂防指定地に指定された理由及び現況から判断して、治水上砂防
に悪影響を及ぼすものではないこと。

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕
【手続の種類】許可

【標準処理日数】 ２１日

留 意 事 項

備 考

「砂防指定地」…砂防設備を要する土地又は治水上砂防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地と
して国土交通大臣が指定した土地の区域（法２条）

手 続

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口

申請

許可
県地域機関…地域振興局（地域整備部、津川

地区振興事務所。上越地域振興
局においては妙高砂防事務所。）
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［災－４４］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：農地建設課　防災係　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３１１９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：砂防課　管理調整係　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３３６４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：治山課　技術管理・災害班
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３０４６　　

許認可等名称 地すべり防止区域内における制限行為の許可

法 令 等 名 称 地すべり等防止法

目 的 等
　地すべりによる被害を防ぐことにより、国土の保全と民生の安定を図ることを目的として、地すべりしている区
域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域を国が地すべり防止区域に指定し、区域内の一定の行為
を制限する。

対 象 地 域 地すべり防止区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法18、令5）
   地すべり防止区域内において、次のいずれかに該当する行為をしようとする場合には、知事の許可を受け
なければならない。
１　地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する
行為その他地下水の排除を阻害する行為（政令で定める軽微な行為を除く。）
２　地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為（政令で定める軽微な行為を
除く。）
３　のり切又は切土で政令で定めるもの
４　ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築又は改
良
５　前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政
令で定めるもの

【基準】（法18②）
　当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害しないもの又は地すべりを著しく助長しないもの
であること。

権 限 知事(地域振興局長に委任）

【手続の種類】 許可
　
　

【標準処理日数】 ２１日

留 意 事 項

【罰則等】（法21、34、38、40、52）
１　行為の禁止もしくは制限に違反した者に対しては、罰則が定められているほか、法律上の義務の履行を確
保するため、代執行の規定がある。
２　許可条件に違反した者若しくは不正な手段により許可を受けた者に対して、知事は、許可を取り消し、若し
く は許可に付した条件を変更し、又は行為の中止等を命ずることがある。

備 考

「地すべり」…土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象（法2）
「地すべり防止区域」…地すべり区域（地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区
                             域。）及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘
                             発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいものであって、公共の
                             利害に密接な関連を有する区域（法3 条）

手 続

申

請

者

許可

県地域機関３…地域振興局（農林振興部、農業振
興部又は農林水産振興部。

上越地域振興局においては、
農林振興部及び上越東農林事務所）

県地域機関２…地域振興局（農林振興部又は農

林水産振興部。新潟地域振興局

においては、農林振興部及び津川

地区振興事務所。
上越地域振興局においては、

農林振興部及び上越東農林事務所）

受付窓口

申請（国土交通省所管地すべ
り防止区域の場合）

申請（農林水産省農村振興局所管

地すべり防止区域の場合）

許可

許可

１県
地
域
機
関

２県
地
域
機
関

３県
地
域
機
関

県地域機関１…地域振興局（地域整備部、津川

地区振興事務所。上越地域振興
局においては妙高砂防事務所。）

申請（林野庁所管地すべり
防止区域の場合）
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［災－４５］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：砂防課・管理調整係　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　線：３３６３

許認可等名称 急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為の許可

法 令 等 名 称 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

目 的 等

急傾斜地崩壊危険区域において、急傾斜地の崩壊による災害を防ぎ民生の安定と国土の保全を図るため、
急傾斜地の崩壊を助長又は誘発するおそれのある行為を制限する。

対 象 地 域 急傾斜地崩壊危険区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【制限行為】（法７条、令２条）
   急傾斜地崩壊危険区域内において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、知事の許可を受けなけれ
ばならない。（非常災害のために必要な応急措置として行う行為、区域指定の際既に着手している行為、政令
で定めるその他の行為を除く）
１　水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
２　ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
３　のり切、切土、掘さく又は盛土
４　立木竹の伐採
５　木竹の滑下又は地引による搬出
６　土石の採取又は集積
７　前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で
　　定めるもの

【許可基準】（平成６年９月３０日付け建設省河政発第５２号）
   申請された行為の内容が急傾斜地崩壊危険区域の現況から判断して、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘
発するおそれのないものであること。

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕
【手続の種類】許可

【標準処理日数】 １４日

留 意 事 項

備 考

「急傾斜地」…傾斜度が３０度以上である土地（法２条）

「急傾斜地崩壊危険区域指定要領」第２（指定基準）
１　急傾斜地の高さが５メートル以上のもの
２　急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が５戸以上あるもの、又は５戸未満であって
　も、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのあるもの

手 続

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口

申請

許可
県地域機関…地域振興局（地域整備部、津川

地区振興事務所。上越地域振興
局においては妙高砂防事務所。）
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［災－４６］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：砂防課・管理調整係　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　線：３３６３　　

許認可等名称 土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為の許可

法 令 等 名 称 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

目 的 等

土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害の発生により著しい危害が生じるおそれがある
土地の区域において一定の開発行為を制限する。

対 象 地 域 土砂災害特別警戒区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法１０条）
１　土砂災害特別警戒区域内において、住宅（自己の居住の用に供するものを除く。）並びに高齢者、障害
者、
 乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設（政令で定める
 ものに限る。）となるべき建築物を建築するために、土地の区画形質の変更をしようとする者は、知事の許可
 を受けなければならない。

２　法１０条で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。（令６条）
　(1)　 老人福祉施設（老人介護支援センターを除く。）、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、
　　　障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業（生活介護、短期入所、
　　　自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。）の用に供する施設、保護施設（医療
　　　保護施設及び宿泊提供施設を除く。）、児童福祉施設（児童自立支援施設を除く。）、障害児通所支援
　　　事業（児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。）の用に供する施設、母子・父子福祉
　　　施設、母子健康包括支援センターその他これらに類する施設
　(2)　 特別支援学校及び幼稚園
　(3)   病院、診療所及び助産所

【許可基準】（法１２条、令７条）
   対策工事等の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するために必要な措置を政令で定める
技術的基準に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定
に違反していないと認めるとき許可するものとする。

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕
【手続の種類】許可

【標準処理日数】 ３０日

留 意 事 項

備 考

「土砂災害特別警戒区域」…警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住
民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制
限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当する区域(法９
条)

手 続

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口

申請

許可
県地域機関…地域振興局（地域整備部、津川

地区振興事務所。上越地域振興
局においては妙高砂防事務所。）
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［災－４７］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：　都市政策課・盛土対策係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　線：　　3326
許認可等名称 盛土等の許可

法 令 等 名 称 宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）

目 的 等
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を
行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

対 象 地 域 新潟市を除く県内全域（新潟市域は新潟市が所管）

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法第12条第１項・第30条第１項、政令第３条・第４条・第28条）
　※災害の発生のおそれがないと認められる工事については、この限りでない。（政令政令第５条第１項）

【許可基準】（法第12条第２項・第13条・第30条第２項・第３１条）
　１　当該申請に係る工事の計画が技術的基準等の規定に適合するものであること。
　２　工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があること。
　３　工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があること。
　４　当該工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、貸借権、使用貸借による
　　　権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する物の全ての同意を得ていること。

権 限 知事（新潟市長）
【手続きの種類】許可申請、協議

【標準処理期間】（書類の補正に要する期間や閉庁日は含まない）
土地の形質変更に関する工事の許可　30日
土石の堆積に関する工事の許可　14日

留 意 事 項
【罰則】（法第55条～61条）
　許可を得ずに盛土等を行った場合や命令等に違反した場合は、罰則の対象となる。

備 考

・国又は都道府県が行う工事については、これらの者と知事との協議が成立することをもって、盛土規制法の
許可があったものとみなされる。（法第15条第１項・第34条第１項）
・都市計画法第29条第１項又は第２項の許可を受けたときは、盛土規制法の許可があったものとみなされる。
（法第15条第２項・第34条第２項）
・特定盛土等規制区域において、上記「規制行為及び基準」に示す赤文字の規模を超える盛土等を行う場合
は、当該工事に着手する30日前までに届出なければならない。（法第27条第1項）

手 続

都
市
政
策
課

申
請
者

受付窓口

申請

許可、同意

※新潟市域は新潟市都市政策部都市計画課
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［公－４８］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：河川管理課　水政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　  　線：３２６８

許認可等名称 河川区域、河川保全区域、河川予定地内における制限行為の許可等

法 令 等 名 称 河川法

目 的 等
災害の発生防止、河川の適正利用、流水の正常な機能維持及び河川環境の整備と保全がされるようにこれ
を総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の福祉を増進する。

対 象 地 域 河川区域、河川保全区域、河川予定地

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　許可制
　(1)　河川流水を占用しようとする場合（法23）
　(2)  河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。）を占用しようと
     する場合（法24）
　(3)　河川区域内の土地において土石（砂を含む。）を採取しようとする場合及び土石以外の河川産出物
     で政令で指定したものを採取しようとする場合（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土
     地を除く。）（法25、令15）
　(4)　河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合（法26）
　(5)　河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合又は
     竹木の栽植若しくは伐採をしようとする場合（政令で定める軽易な行為を除く。）（法27、令15の4）
　(6)　河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだを通航させる場合（法28）
　(7)　河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある場合（法29、令16の4）
　(8)　河川保全区域内において土地の形状の変更及び工作物の新築又は改築をする場合（政令で定め
     る軽易な行為を除く。）（法55、令34）
　(9)　河川予定地において土地の形状の変更及び工作物の新築又は改築をする場合（政令で定める軽易
     な行為を除く。）（法57、令35）

２　登録制
　　前記１(1)の許可を受けた水利使用のために取水した河川流水等を利用して発電しようとする場合
     （法23の2）

３　届出制
　　河川に１日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする場合。ただし、他法令による処分を受け、
 又は届出をしている場合を除く。（法29、令16の5）

【許可基準】
　 河川が公共用物であることにかんがみ、治水、利水及び環境に係る本来の機能が総合的かつ十分に維
持され、良好な環境の保全と適正な利用が図られるよう地域の意向を踏まえつつ占用許可等を行う。

権 限 知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】許可

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

備 考

「河川区域」
１　河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続
  して存する土地に類する状況を呈している土地（河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により
　一時的に当該状況を呈している土地を除く。）の区域
２　河川管理施設の敷地である土地の区域
３　堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。）の区域のうち、１に掲げ
  る区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
　
「河川保全区域」…河岸又は河川管理施設を保全するために必要な河川区域に隣接する一定の区域で河川
                          管理者が指定した区域

「河川予定地」…河川工事の施行により、新たに河川区域内の土地となるべき土地であって、河川管理者が
                       河川工事を施行するため必要があると認め、指定した土地

手 続

副申

許可、登録

河
川
管
理
課

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口

北
陸
地
方
整
備
局
等

同意、認可

申請

流水占用許可等
重要なもの

法79①②該当

県地域機関…地域振興局地域整備部
地区振興事務所（津川）

許可、登録

協議
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［公－４９］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：河川管理課　水政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　  　線：３２６９　　 

許認可等名称 海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用及び制限行為の許可

法 令 等 名 称 海岸法

目 的 等

海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図る。

対 象 地 域 海岸保全区域及び一般公共海岸区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　施設等を設けて海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。）を占用すること（法７）
２　海岸保全区域内において次に掲げる行為を行うこと（法８）
　(1)　土石（砂を含む。以下同じ。）を採取すること
　(2)　水面又は公共海岸の土地以外の土地において、施設等を新設又は改築すること
　(3)　土地の掘削、盛土、切土等を行うこと
３　施設等を設けて一般公共海岸区域（水面を除く。）を占用すること（法３７の４）
４　一般公共海岸区域内において次に掲げる行為を行うこと（法３７の５）
　(1)　土石を採取すること
　(2)　水面において施設等を新設又は改築すること
　(3)　土地の掘削、盛土、切土等を行うこと

【許可基準】
　 海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること

権 限 知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】許可

【標準処理日数】 ３０日

留 意 事 項

備 考

「海岸保全区域」（法３）…海岸保全施設の設置を行う等、海岸法の目的を達成するために必要があると認め
て都道府県知事が指定した区域
「公共海岸」（法２）…国等が所有する公共用海岸の土地（他法令の規定により管理する土地を除く。）及びこ
れと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定した水面
「一般公共海岸区域」（法２）…公共海岸の区域のうち海岸保全区域以外の区域

手 続 申
請
者

受付窓口

申請

許可

県
地
域
機
関

県地域機関…地域振興局地域整備部
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［公－５０］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：港湾整備課　管理係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３３０４

許認可等名称 港湾区域における制限行為の許可

法 令 等 名 称 港湾法

目 的 等

　港湾区域における行為、利用等を規制することにより港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないよう措置
し港湾の機能を十分発揮させる。

対 象 地 域
　経済的に一体の港湾として管理運営するために必要最小限度の水域で国土交通大臣又は都道府県知事が
港湾管理者に対して同意した水域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　区域内の水域（上空100ｍまで、水底下60ｍまでの区域を含む）の占用（法37条、以下同じ。）
２　区域内の水域における土砂の採取
３　水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
４　港湾管理者が指定する廃物の投棄（施行令14条、以下同じ。）
５　動力を用いて地下水を採取するための施設で、揚水機の吐出口の断面積が基準を超え、かつストレー
ナー
　の位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置のものの建設又は改良

【許可基準】
１　港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与えないこと（法37条2項、以下同じ。）
２　港湾計画の遂行を著しく阻害しないこと
３　港湾の開発発展に著しく支障を与えるものでないこと
４　港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等により位置
　づけられていること（行政手続法に基づく行政庁の処分に係る審査基準、以下同じ。）
５　他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと
６　工作物等を設置する場合、安全な構造であること
７　土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこと
８　周辺の船舶航行に支障を与えないこと
９　近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと
10 環境を悪化する恐れがないこと

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕

【手続の種類】 許可

【標準処理日数】 ２０日

留 意 事 項

備 考

手 続

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口
申請

許可

県地域機関…新潟地域振興局新潟港湾事務所
上越地域振興局直江津港湾事務所
地域振興局地域整備部（村上、長岡、
佐渡、柏崎、糸魚川)
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［公－５１］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：港湾整備課　管理係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３３０４

許認可等名称 港湾隣接地域における制限行為の許可

法 令 等 名 称 港湾法

目 的 等

　港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持、保全するため、水域に隣接する地域の一定区域における行
為、利用等を規制することにより港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないよう措置し港湾の機能を十分
発揮させる。

対 象 地 域
　港湾区域外１００ｍ以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全する
ため必要な最小限度の範囲で港湾管理者が指定した区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　当該地域内の公共空地の占用（法37条、以下同じ。）
２　当該地域内の公共空地における土砂の採取
３　水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
４　港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から２０ｍ以内の地域においてす
　　 る構築物の建設又は改築（施行令14条、以下同じ。）
５　港湾管理者が指定する廃物の投棄
６　動力を用いて地下水を採取するための施設で、揚水機の吐出口の断面積が基準を超え、かつストレー
ナー
　の位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置のものの建設又は改良

【許可基準】
１　港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与えないこと（法37条2項、以下同じ。）
２　港湾計画の遂行を著しく阻害しないこと
３　港湾の開発発展に著しく支障を与えるものでないこと
４　港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等により位置
　づけられていること（行政手続法に基づく行政庁の処分に係る審査基準、以下同じ。）
５　他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと
６　工作物等を設置する場合、安全な構造であること
７　土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこと
８　周辺の船舶航行に支障を与えないこと
９　近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと
10 環境を悪化する恐れがないこと

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕

【手続の種類】 許可

【標準処理日数】 ２０日

留 意 事 項

備 考

手 続

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口
申請

許可

県地域機関…新潟地域振興局新潟港湾事務所
上越地域振興局直江津港湾事務所
地域振興局地域整備部（村上、長岡、
佐渡、柏崎、糸魚川)
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［公－５２］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：港湾整備課　管理係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３３０４

許認可等名称 臨港地区における制限行為の許可等

法 令 等 名 称 港湾法

目 的 等

　港湾の安全かつ円滑な利用を確保するとともに、港湾における環境の保全を図る。

対 象 地 域 　港湾区域を地先水面とする地域において当該港湾の管理運営に必要な臨港地区として指定された区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　届出を要する行為（法38条の2）
 (1)  水域施設、運河、用水きょ、又は排水きょの建設又は改良
 (2)  工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設以外の廃棄物処理施設の建設又は改良
 (3)  工場又は事業場で一の団地内における作業場の床面積の合計が2,500㎡、又は工場若しくは事業場の
    敷地面積が5,000㎡以上のものの新設又は増設
 (4)  爆発物その他の危険物のうち、港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設又は揚水施設の建
    設又は改良（施行令15条の4。）

 ２　分区内の規制（法40条）
　   各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であって、港湾管理者としての地方公共団体の条
  例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該
  条例で定める構築物としてはならない。

【許可基準】（新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例）
１　当該条例別表に基づく各分区の区別ごとに掲げられた建築物その他構築物であること（行政手続法に基
  づく行政庁の処分に係る審査基準、以下同じ。）
２　公益上やむを得ないものであること
３　港湾管理上、港湾計画上及び港湾施設整備計画に支障がないこと
４　港湾の施設に関する技術上の基準に合致していること

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕

【手続の種類】 許可、届出

【標準処理日数】 ２０日

留 意 事 項

備 考

手 続

県
地
域
機
関

申
請
者

受付窓口
申請、届出

許可

※ 許可は申請の場合のみ

県地域機関…新潟地域振興局新潟港湾事務所
上越地域振興局直江津港湾事務所
地域振興局地域整備部（村上、長岡、
佐渡、柏崎、糸魚川）
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［公－５３］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　課名・係名：漁港課　管理係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　内　　　　線：３００３

許認可等名称 漁港区域内の水域及び公共空地における制限行為の許可等

法 令 等 名 称 漁港及び漁場の整備等に関する法律

目 的 等

   特定漁港漁場整備事業等の施行と漁港利用の確保、その他漁港の保全を図ることを目的としている。

対 象 地 域 県管理漁港

【規制行為】（法３９条１項、４項）
　県の管理する漁港区域内の水域又は公共空地における行為の制限
１　工作物の建設若しくは改良
２　土砂の採取
３　土地の掘削若しくは盛土
４　汚水の放流若しくは汚物の放棄
５　水面若しくは土地の一部の占用

【許可基準】
１　許可の期間
　　許可の期間は、原則として１年以内とし、当該行為の目的、場所、方法等を考慮して適正なもの
  であること。
２  行為の場所
　  行為の場所は、特定漁港漁場整備事業等の施行、将来計画、漁港施設の維持管理、利用等総合的
  観点から支障を与えるおそれのない区域であること。特に、汚水の放流又は汚物の投棄の行為につ
  いては、その場所、汚水の水質又は濃度ごとの総量又は汚物の種類ごとの総量から判断して、漁港
  の機能、環境等に著しい悪影響を及ぼさないものであること。
３　面積、数量
　　当該行為の面積、数量は、その漁港の水域等の維持管理、利用、漁港施設等の整備計画等との関
  連において、適正な範囲であること。特に、土砂の採取については当該漁港の自然条件等から総合
  的に判断し、過大なものとならないこと。
【認定計画実施者】
１　活用推進計画が定められた漁港において実施計画を作成し、管理者の認定を受けたもの（認定計
　画実施者）に実施計画又は認定計画に定められた漁港の区域内の水域若しくは公共空地を貸し付け
　ることができる。
２　認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定することができる。
【漁港協力団体】
　漁港協力団体が第６２条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地にお
ける水面又は土地の一部の占用についての第３９条第１項の規定の適用については、漁港協力団体と漁
港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があったものとみなす。

権 限

【手続の種類】 許可、協議

【標準処理日数】 ２５日

留 意 事 項

備 考

手 続

申

請

者

県
地
域
機
関

漁

港

課

申請又は協議

許可又は回答

受付窓口

県地域機関
・粟島・寝屋漁港：村上地域振興局地域整備部
・間瀬漁港：新潟地域振興局地域整備部
・出雲崎漁港：長岡地域振興局地域整備部
・名立漁港：上越地域振興局直江津港湾事務所
・能生・筒石・浦本・市振漁港：

糸魚川地域振興局地域整備部
・鷲崎・白瀬・両津・水津・小木・稲鯨・姫津漁港：

佐渡地域振興局地域整備部（港湾空港）
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［公－５４］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　課名・係名：漁港課　管理係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　内　 　 　線：３００３

許認可等名称 県営漁港の漁港施設における制限行為の許可

法 令 等 名 称 新潟県漁港管理条例

目 的 等

  特定漁港漁場整備事業等の施行と漁港利用の確保、その他漁港の保全を図ることを目的としている。

対 象 地 域 県管理漁港

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（条例１３条１項）
　県の管理する漁港施設における行為の制限
１　漁港施設の占用
２　漁港施設に定着する工作物の新築、改築、増築若しくは除去

【許可基準】
１　利用計画に定められた利用目的と一致すること。（ただし、軽微な処分で本来の用途又はその
　目的を妨げない限度においてするもの又は漁港の機能に支障を与える恐れのないもの若しくは
　当該処分をすることにより漁港施設等の効用を増進するものについてはこの限りでない。）
２　漁港の維持管理に支障のない範囲であること。
３　工作物等の規模・構造等が適正なものであること。

権 限 知事

【手続の種類】 許可

【標準処理日数】 ２５日

留 意 事 項

備 考

手 続

申

請

者

県
地
域
機
関

漁

港

課

申請

許可

受付窓口

県地域機関
・粟島・寝屋漁港：村上地域振興局地域整備部
・間瀬漁港：新潟地域振興局地域整備部
・出雲崎漁港：長岡地域振興局地域整備部
・名立漁港：上越地域振興局直江津港湾事務所
・能生・筒石・浦本・市振漁港：

糸魚川地域振興局地域整備部
・鷲崎・白瀬・両津・水津・小木・稲鯨・姫津漁港：

佐渡地域振興局地域整備部（港湾空港）
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［公－５５］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：道路管理課　路政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３２５５

許認可等名称 道路管理者以外の者の行う工事の承認

法 令 等 名 称 道路法

目 的 等

道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道
路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。

対 象 地 域 道路区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法２４条）
　道路管理者以外の者が道路に関する工事又は道路の維持をしようとする場合
　
１　承認が必要な工事の例
　(1)  車両乗入れのための歩道切下げ工事
　(2)  歩車道境界ブロックの撤去工事
　(3)  ガードレールの撤去工事
　(4)  法面埋立工事　　など

【承認基準】
　道路工事施行承認に係る承認基準（昭和５８年４月１日道維第３２０号）に適合するものであること。

権 限 知事〔地域振興局長に委任〕

【手続の種類】 承認

　
　

【標準処理日数】 ２０日

留 意 事 項

　県が管理する道路（国道（指定区間外）及び県道）以外の道路については、それぞれの道路管理者に承
認申請する。
・国道（指定区間内）…国土交通省
・市町村道…市町村
・市が管理する国道(指定区間外）及び県道･･･市

備 考

「道路区域」…車道、路肩、歩道、法面など道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される道路管理者
が決定した区域。

手 続

受付窓口

申 請

承 認

申
請
者

県
地
域
機
関(

※)

※ 県地域機関：県地域振興局地域整備部（阿賀町は、津川地区振興事務所が所管。）
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［公－５６］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：道路管理課　路政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３２５５

許認可等名称 道路占用許可

法 令 等 名 称 道路法

目 的 等

  道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。

対 象 地 域 道路区域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法３２条）
　道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合

１　道路占用物件の例（法３２条１項）
  (1)  電柱・電線類
　(2)  水道管・下水道管・ガス管類
  (3)  看板・標識・旗ざお類
  (4)  工事用板囲・足場・その他工事用施設
  (5)  土石・竹木・その他工事用材料  等

【許可基準】（法３３条）
１　占用物件が法第３２条第１項各号の一に該当するものであること。
２　道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。
３　占用の期間、占用の場所、占用物件の構造、工事の実施方法、工事の時期及び道路の
　復旧方法が法施行令第９条から第１6条に定める基準に適合するものであること。
４　新潟県道路占用規則（昭和４５年新潟県規則第１６号）第３条及び新潟県道路占用許可
　基準（昭和６１年４月１日道維第５０号）に適合するものであること。

権 限 知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】 許可

【標準処理日数】 知事権限に係るものは３０日、地域振興局長の権限に係るものは２０日

留 意 事 項

　県が管理する道路（国道（指定区間外）及び県道）以外の道路については、それぞれの道路管理者に許可申
請する。
・国道（指定区間内）…国土交通省
・市町村道…市町村
・市が管理する国道(指定区間外）及び県道･･･市

備 考

「道路区域」…車道、路肩、歩道、法面など道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される道路管理者が
決定した区域。

手 続

受付窓口

申請

許可

申
請
者

県
地
域
機
関(

※)

県
道
路
管
理
課

（
知
事
権
限
）

※ 県地域機関：県地域振興局地域整備部（阿賀町は、津川地区振興事務所が所管。）

【知事権限に係るもの】

① 地下道、地下室、上空通路及び地下通路

② トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける

事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、公園、

運動場その他これらに類する施設
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［公－５７］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：用地・土地利用課　土地利用対策係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３２１1

許認可等名称 法定外公共用財産の用途廃止・用途変更・使用許可・国有生産物採取許可

法 令 等 名 称 国有財産法・施行令、新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例・施行規則

目 的 等
法定外公共物の敷地である法定外公共用財産の適正管理を目的とする。

対 象 地 域 県内全域　※③と④は海（一般海域）のみ

権 限

用途廃止…知事
用途変更、使用許可、国有生産物採取許可…知事〔各地域振興局長に委任〕

規 制 行 為
及 び 基 準

①用途廃止
・ 法定外公共用財産を宅地等に利用するために払下げを希望する場合は、用途廃止申請を行う必要が
　ある。
・ 法定外公共用財産の用途・目的が喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと知事が判断した
　場合に、行政財産を普通財産にする。用途廃止後の普通財産は原則的に財務大臣に引き継ぐ。
　※払下げ…用途廃止後、普通財産の引き継ぎを受けた財務省（新潟財務事務所）が払下げを行う。
（基準）
・ 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合
・ 現況が機能を喪失していて、将来とも機能回復する必要がない場合

②用途変更
・ 従来の用途を他の用途（水路敷を道路敷とする等）に変更するには、用途変更の申請を行う必要が
　ある。
・ 公共用財産を行政財産のまま用途のみを変更する。
（基準）
　 新たな用途で、不特定多数の公衆に利益をもたらすものであること

③使用許可　※海（一般海域）のみ
・ 法定外公共用財産をその目的以外で使用する場合は許可を得る必要がある。
・ 公共用財産をその用途又は目的を妨げない限度で、国以外の者に使用させることができる。
（基準）
・ 電気、ガス、水道等の公益事業の施設の敷地に使用するとき
・ 通路、材料置き場、網干場及び船揚場等に使用するとき
・ 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店等の施設の敷地に使用するとき
・ 農耕、採草、放牧等に使用するとき
・ 上記のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は必要やむを得ないと認められるとき

④国有生産物採取許可　※海（一般海域）のみ
・ 法定外公共用財産から生ずる石、砂利、土砂等を採取する場合は許可を得る必要がある。
・ 公共用財産をその用途又は目的を妨げない限度で、国以外の者に採取させることができる。
（基準）
　 採取料については、新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例による
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［公－５７］

【手続の種類】申請、承認、許可

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

「法定外公共物」…国有財産法第３条第２項第２号に規定する公共用財産で国土交通省所管に属するものの
うち、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路、井溝、海その他これらに類するもので道路法、河川法、海岸法、
港湾法その他公共物の管理に関する法律の規定の適用又は準用がないものをいう。
１　地方分権の社会情勢を背景として、国有財産特別措置法が改正され、法定外公共用財産は平成１２年度
  から５年間で市町村に譲与されることになり、平成１７年３月末で３市町を除く市町村については譲与手続き
  が完了した。さらに、平成１８年１０月末で２市町、平成１９年３月末で１市が完了し、すべての市町村で譲与
 手続きが完了した。譲与された財産は市町村固有の財産であり、譲与されなかった財産は財務省所管普通
 財産となったため、上記の規制の対象にならない。
２　譲与対象外の海について、上記の規制の対象になる。

備 考

手 続

申 請 者 用地・土地利用課 財 務 省

関 東 財 務 局

新 潟 財 務
事 務 所 長

国 土 交 通 大 臣

用途廃止

用途変更

申 請 者

使用許可

国有生産物採取許可

申 請 者

申 請 者

地域振興局
地域整備部

地域振興局
地域整備部

用地・土地利用課

国 土 交 通 大 臣

申請書提出

引継済通知

引継通知書送付

申請書提出

承 認

申請書提出 指揮伺

許可書交付 回 答

申請書提出

許可書交付

承
認

承認
申請

承
認

申
請

（30,000㎡まで）

（30,000㎡を超える）

地域振興局
地域整備部

（100,000㎡を超えるもの等）
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[公ー５８]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：河川管理課　水政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３２６８

許認可等名称 公有水面の埋立

法 令 等 名 称 公有水面埋立法

目 的 等

国有財産である公有水面について、公共の福祉に適合するよう適正かつ合理的な利用を図る。

対 象 地 域 県内全域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
　 公有水面を埋め立てること（法２）

【免許基準】（法４）
　１　国土利用上適正かつ合理的であること
　２　その埋立が環境保全及び災害防止につき十分配慮されたものであること
　３　埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体（港務局を含む）の法律に基づ
     く計画に違背しないこと
　４　埋立地の用途に照らし、公共施設の配置及び規模が適正であること
　５　埋立地を他人に譲渡し又は他人に使用させることを主たる目的とした埋立にあっては、出願人が公共
   団体その他政令で定める者であり、かつ埋立地の処分方法及び予定対価の額が適正なこと
　６　出願人が埋立を遂行するに足りる資力及び信用を有すること

権 限 知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】免許

【標準処理日数】 １２０日

留 意 事 項

１　道路、駐車場、公園及びその関連施設用地造成のためのもので、埋立面積が500,000㎡(50ha)以下の
  ものは地域振興局長等が免許を行う。
２　埋立面積が50haを超えるもの等については、国土交通大臣の認可を要する。

備 考

「公有水面」（法１）…河、海、湖、沼、その他の公共の用に供する水流又は水面で国の所有に属するもの

・平成27年4月1日より、新潟市の区域内については新潟市へ権限移譲。

手 続

受付窓口

県
地
域
機
関

出
願
人

出願 副申

経由

河
川
管
理
課

市
町
村
長

意見聴取

回答免許

県地域機関…地域振興局地域整備部
地区振興事務所（津川）
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［特－６３］
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［鉱－６６］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：河川管理課　水政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　 　 　線：３２６８

許認可等名称 砂利採取計画の認可

法 令 等 名 称 砂利採取法

目 的 等

砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達を図る。

対 象 地 域 県内全域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　業の規制「登録制度」
　　砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
  ればならない。(法3)
２　行為の規制「採取計画の認可」
　　１の登録を受けた者が砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、都道府県
 知事の認可を受けなければならない。(法16)

【認可の基準】
　当該申請に係る採取計画に基づいて行う砂利の採取が、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損
傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するときは認可をしてはならない。(法19)

権 限 　採取場が河川区域等にあるときは河川管理者、それ以外の区域では知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】認可

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

備 考

「砂利」…砂、砂利及び玉石をいう。(法2)

・平成27年4月1日より、新潟市の区域内については新潟市へ一部権限移譲。

手 続

申
請
者

受付窓口

申請

認可

・
市
町
村
長

・
教
育
委
員
会
委
員
長

・
労
働
基
準
監
督
署
長

・
警
察
署
長

意見照会

回答

県
地
域
機
関

県地域機関…地域振興局地域整備部
地区振興事務所（津川）
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［鉱－６７］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：河川管理課　水政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　  　線：３２６８

許認可等名称 岩石採取計画の認可

法 令 等 名 称 採石法

目 的 等

岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石採取事業の健全な発達を図る。

対 象 地 域 県内全域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
１　業の規制「登録制度」
　　採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければ
　ならない。(法32)
２　行為の規制「採取計画の認可」
　　１の登録を受けた者が岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、都道府県
　知事の認可を受けなければならない。(法33)

【認可の基準】
　当該申請に係る採取計画に基づいて行う岩石の採取が、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損
傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するときは認可をしてはなら
ない。(法33の4)

権 限 知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】認可

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

備 考

「岩石」…花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、
れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、
陶石、雲母、及びひる石をいう。(法2)

・平成27年4月1日より、新潟市の区域内については新潟市へ一部権限移譲。

手 続

申
請
者

受付窓口

申請

認可

・
市
町
村
長

・
教
育
委
員
会
委
員
長

・
労
働
基
準
監
督
署
長

・
警
察
署
長

意見照会

回答

県
地
域
機
関

県地域機関…地域振興局地域整備部
地区振興事務所（津川）
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［鉱－６８］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：創業・イノベーション推進課　新エネルギー資源開発室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　  　　線：２８３３

許認可等名称 鉱業権設定の許可等

法 令 等 名 称 鉱業法

目 的 等
鉱物資源を合理的に開発することによって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

対 象 地 域 県内全域

【規制行為】
　法定適用鉱物を掘採しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けて鉱業権を取得しなければならない。
　鉱業権とは、「登録を受けた一定の土地の区域（鉱区）において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱
床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利」をいう。（法５）
　
１　鉱区及びその面積（法１４）
　(1)  鉱区の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。
　(2)  面積
  　①上限・・・・３５０ha
　　②下限････ (ⅰ)15ha　  石炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス
　　　　　　　　　　(ⅱ)１ha　　石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土
　　　　　　　　　　(ⅲ)３ha　　その他の鉱物（砂鉱を除く。）

２　鉱区禁止区域（法１５）
  　公害等調整委員会において、鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と
　対比して適当でないと認め、鉱物を指定して鉱業権の設定を禁止した地域（鉱区禁止地域）は、その鉱物
　については、鉱区とすることはできない。

３　鉱業権の種類（法１１）
　(1)  試掘権・・・主に探鉱を目的とするもの
　(2)  採掘権・・・鉱物の賦存が明らかで、掘採が経済的な価値があると認められたもの

４　試掘権の存続期間（法１８）※採掘権の存続期間についての定めはない。
　(1)  登録の日から２年間（石油、可燃性天然ガスは４年）
　(2)  試掘権者の申請により、２回（一回ごとに２年）に限り延長できる。

権 限 経済産業大臣

【手続の種類】許可
試掘権・採掘権のいずれも同様の手続きとなる。（以下手続き概略）

【標準処理日数】オンライン申請の場合は５月／その他（書面による申請等）は６月(鉱業法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議期間、同法第２５条第１項の規定に基づく採掘出願の場合における土地の所有者
に対する意見書の提出手続、同法第２７条第１項及び第２項の規定に基づく先願待ち期間並びに同法第２７
条第３項の規定に基づく競願に係るくじ手続に必要な期間を除く。)

留 意 事 項
  特定鉱物（石油・可燃性天然ガス等）については、国による鉱区候補地（特定区域）の指定及び特定開発
者の募集（法３８）、申請者について、許可基準適合の審査、特定開発者の選定（法４０）等の規定有

備 考
「法定適用鉱物」…金、銀、銅、鉛、亜鉛、鉄、ニッケル、石炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、
                         石灰石など  ４１鉱種（法３）

規 制 行 為
及 び 基 準

手 続

経済産業大臣
【関東経済産業局】

関
係
市
町
村
長

申請者（出願人）

無支障

有支障

（出願先）

24条協議 協議

処
分

の
提
出
命
令

24条再協議

設
備
設
計
書

現
地
立
会
命
令

無支障

有支障

協議

回答

設
備
設
計
書

の
提
出

処
分

回答

回答回答

※但し、許可処分の通知を受けた日から30日以内に、登録免
許税の納付がなければ、鉱業権発生の条件は成就しないもの
として許可は失効となる。出

願

県知事
（創業・イ
ノベーショ
ン推進課）
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[鉱－６９]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：河川管理課　水政係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　  　線：３２６８

許認可等名称 土採取計画の届出

法 令 等 名 称 土採取の適正化に関する条例

目 的 等

土の採取に伴う災害を防止し、生活環境の保全を図る。

対 象 地 域 県内全域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
　土採取業者が土の採取を行おうとするときは、土採取場ごとに採取計画を定め、都道府県知事に届け出な
ければならない。(条例4)
　知事は、届出があった場合に、災害が発生するおそれがあると認めるとき又は生活環境を著しくそこなうお
それがあると認めるときは、採取計画の変更を勧告することができる。(条例7)

【採取基準】
　土採取業者は、規則に定める採取基準に従って土の採取を行わなければならない。(条例8)

権 限 知事〔一部地域振興局長に委任〕

【手続の種類】届出

【標準処理日数】定めなし

留 意 事 項

備 考

手 続

申
請
者

受付窓口

申請

認可

・
市
町
村
長

・
教
育
委
員
会
委
員
長

・
労
働
基
準
監
督
署
長

・
警
察
署
長

意見照会

回答

県
地
域
機
関

県地域機関…地域振興局地域整備部
地区振興事務所（津川）
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[文－７０]

　　　　　　　　　　課名・係名：文化課　埋蔵文化財係（史跡名勝）・文化資源活用推進係（天然記念物）
　　　　　　　　　  内　  　　線：３９１５（史跡名勝）・３９１３（天然記念物）

許認可等名称 史跡名勝天然記念物、県史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

法 令 等 名 称 文化財保護法（国）、新潟県文化財保護条例（県）

目 的 等

 　史跡名勝天然記念物（国指定・県指定）の現状を変更し、又はその保存に影響を与える行為を制限し、そ
の保護を目的とする。

対 象 地 域 指定物件及び当該物件の現状の維持に影響を与える範囲

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法125、条35）
　史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、許可を受
けなければならない。
【許可基準】
１　史跡名勝天然記念物に関して保存活用計画が定められている場合
　　(1)  当該保存活用計画に定められた基準に適合していると認められるか否か。
２　史跡名勝天然記念物に関して保存活用計画が定められていない場合
　　(2)  現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。
　　(3)  現状変更等が指定物件の保存に相当程度支障となるおそれがあると認められるか否か。
　　(4)  現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。

権 限 国指定…文化庁長官、　県又は市文化財担当部局（軽微なもの）　　県指定…新潟県知事

【手続きの種類】許可

【標準処理日数】 １か月～２か月

留 意 事 項

・事前協議を行い、許可申請する。
・国指定3部（政令市域内は２部、軽微なもののうち市域内は１部、町村域内は２部）、県指定２部
・現状変更完了報告書を速やかに提出すること。

備 考

手 続

（県指定の場合）
県

（国指定の場合）
文化庁
※軽微なものは県又は市文化

財担当部局

市
町
村
文
化
財
担
当
部
局

申
請
者

受付窓口

申請

許可

95



[文－７１]

 課名・係名：文化課　埋蔵文化財係
 内　　 　線：３９１５

許認可等名称 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等についての届出（通知）

法 令 等 名 称 文化財保護法

目 的 等

　土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）が土木工事等の濫掘により破壊されることを防
止し、工事等着手前に埋蔵文化財の取り扱いについて協議、調整することを目的とする。

対 象 地 域
　貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵
地」という。）

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】（法93・94）
 　土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財を掘削、盛土等により改変するとき
は、届出（法93条）・通知（法94条）しなければならない。

権 限 新潟県知事 　（新潟市域のみ法93条の届出事務関係は新潟市教育委員会教育長）

【手続の種類】届出（通知）

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

・事前協議を行うこと。
・２部提出　（政令市域内の法93条の届出は１部）
・法93条の届出は発掘（土木工事）開始の60日前までに提出すること。

備 考

手 続 県
文
化
課

市
町
村
文
化
財
担
当
部
局

申
請
者

受付窓口

届出（通知）

指示（勧告）

新
潟
市
歴
史
文
化
課

申
請
者

93条届出

指示

法93条（政令市域内の届出のみ）
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［大－７２］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：用地・土地利用課　土地利用対策係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　内　   　 線：３２１６　３２１１　３２１３

許認可等名称 大規模開発行為の事前協議

法 令 等 名 称 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱

目 的 等

　  「国土利用計画法（以下「国土法」という。）の規定による土地取引の許可または事前届出が必要な地域（規
制区域、注視区域及び監視区域）において大規模な土地取得をする場合」又は「大規模な開発行為を行う場
合」における事前協議制度を設けている。
   本要綱は、国土法の適正かつ迅速な運用を図ること及び開発行為を適正に誘導し県土の秩序ある利用と保
全を図ることを目的としている。

対 象 地 域 県内全域　※現在、県内に「国土法の規定による土地取引の許可または事前届出が必要な地域」はない。

【協議種別】
１　開発行為の事前協議（要綱第6条）
　　以下の要件に定める一定面積以上の一団の土地の開発行為をしようとする場合に、個別規制法の許認
 可手続等と並行して、開発実施計画について知事に協議しなければならない。

　

   注１：開発区域の面積には、森林法の林地開発許可における残置森林を含む。
   注２：開発行為事前協議が不要な場合（要綱第７条）
　　　　①　国又は地方公共団体が行う大規模開発行為
　　　　②　国又は県の出資する法人が行う大規模開発行為
　　　　③　市町村土地開発公社が行う大規模開発行為
　　　　④　都市計画法に基づく市街化区域内で行う大規模開発行為
　　　　⑤　土地区画整理法に基づく土地区画整理事業として行う大規模開発行為
　　　　⑥　農林漁業の振興を図るため、国の補助金等を受けて行う大規模開発行為
　　　　⑦　国有林野内で行う大規模開発行為
　　　　⑧　電気事業法に基づき一般送配電事業又は送電事業の用に供する電気工作物を設置するために行
               う大規模開発行為
　　　　⑨　ガス事業法に基づきガス工作物を設置するため行う大規模開発行為
　　　　⑩　その他特に公益上必要と知事が認める大規模開発行為

２　開発行為の変更協議（要綱第9条）
　　 １の開発行為の事前協議が整った後、協議内容に重大な変更を加える場合に知事に協議しなければ
　ならない。具体的な運用基準 は以下のとおりである。
  (1)　開発区域の位置及び面積を拡大する場合（縮小する場合は、開発計画に重大な影響を及ぼさない
      限り不要）
　(2)　開発行為の目的を変更する場合
　(3)　防災施設、公害防止施設等の開発計画の基本的事項を変更する場合

　注：開発行為の設計内容の変更については、個別規制法令の手続に委ねる。
　　　（軽微な変更のみ）

３　土地取得前における開発行為の事前協議（要綱第13条の2）
　　大規模開発行為を目的とするものであることを前提として、下記のいずれかに該当する一団の土地を
 取得する場合に、その土地取得契約締結前に開発行為の基本的な計画について知事に協議しなければ
 ならない。

 (1)　都市計画法の市街化区域以外の土地で次の要件に該当するもの
　　　①　5ha以上の土地
　　　②　4haを超える農地法上の農地又は採草放牧地を含む土地
　　　③　農業振興地域の農用地区域を1ha以上含む土地
　　　④　森林法により指定された保安林を含む土地
       ⑤  自然公園法により指定された特別地域を含む土地(国定公園内の特別地域を除く)
 (2)  文化財保護法の規定により指定された史跡名勝天然記念物を含む土地

　注：土地取得前における開発行為の事前協議を必要としない場合
　　①　都市計画区域にあっては面積が0.5ha未満の場合
　　②　都市計画区域以外にあっては面積が１ha未満の場合
　　③　土地取得事前協議（要綱第４条第１項）を行う場合
　　④　土地取得に係る契約締結前に、開発行為の事前協議（要綱第６条第１項）又は開発行為の変更協議
　　　（要綱第９条第１項）を行う場合
　　⑤　開発行為が適用除外（要綱第７条）に該当する場合

規 制 行 為
及 び 基 準
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［大－７２］

権 限 知事

【手続の種類】要綱に基づく事前協議

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

備 考

【開発行為】
　　土地の区画形質の変更をいう。但し、以下に掲げるものを除く。
　　①　非常災害のため必要な応急措置として行う行為
　　②　通常の管理行為

手 続

協議書
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第２節 土地の取引に対する規制 
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第２章 土地の有効利用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［総（利用）－７６］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：用地・土地利用課　土地利用対策係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　    　線：３２１１

許認可等名称 遊休土地の認定

法 令 等 名 称 国土利用計画法

目 的 等
   土地取引の届出に際して行われる土地利用目的の審査を事後的に補完する意味で、その土地が取得後適
切に利用されているかどうかを調査し、有効利用の促進を図る。

対 象 地 域 県内全域

規 制 行 為
及 び 基 準

【規制行為】
　国土利用計画法の規定に基づき土地取引の届出をした一定面積以上の一団の土地が２年たっても利用さ
れていない場合には、市町村長はその土地の有効かつ適切な利用を促進するため、その土地を遊休土地に
認定し、所有者等に通知することができる。
１　対象土地
   土地取引の届出をした一定面積以上の一団の土地のうち、次の４つの要件の全てに該当するもの。（国土
利用計画法第２８条）
　(1)  面積要件（一団の土地）
　　　・市街化区域…２，０００㎡以上
　　　・市街化区域以外の都市計画区域…５，０００㎡以上
　　　・都市計画区域外…１０，０００㎡以上
　(2)  期間要件
　　　  取得後２年経過したもの
　(3)  低・未利用地要件
　　　　その土地が住宅や事業の用に供されていないか、供されていてもその土地の利用の程度が周辺と
　　　比較して著しく劣っていると認められるもの
　(4)  利用を特に促進する必要性
　　　　土地利用基本計画等の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的
　　　な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。

権 限 新潟市（指定都市事務)、市町村長（県の事務処理特例条例に基づく事務）

【手続の種類】遊休土地の認定

【標準処理日数】　定めなし

留 意 事 項

　

備 考

手 続

市

町

村

長

遊
休
土
地
の
所
有
者
等

土地利用審査会
（事務局・新潟県） 地方公共団体等

① 遊休土地である旨の通知（２８条）

② 遊休土地に係る利用又は処分計画の届出（２９条）

③ 計画に関する助言・勧告（３０条・３１条）

④ 勧告に基づき講じた措置の報告（３１条２項）

⑤ 買取りの協議を行う旨の通知（３２条）

⑦ 都市計画決定等、土地利用に関する計画の決定等の措置（３５条）

③ 計画に関し勧告する場合の意見聴取（３１条） ⑥ 買取りの協議（３２条２）
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［総（利用）－７７］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課名・係名：用地・土地利用課　土地利用対策係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　線：３２１１

許認可等名称 土地収用事業の認定

法 令 等 名 称 土地収用法

目 的 等

　個々の事業が私有財産等を収用してまで行う必要があるかどうかを審査し、その事業が土地の適正かつ合
理的な利用に寄与するものである場合には、収用権を起業者に付与し、もって公共の利益と私有財産等との
調整を図る。

対 象 地 域 県内全域

規 制 行 為
及 び 基 準

　知事が、法３条に掲げられている事業について、個別具体の事業が土地を収用し、又は使用するに値するも
のであるかどうか法２０条に定める要件に照らし判断するもので、事業がこの要件を充足している場合には事
業認定が行われる。
　事業認定の申請及び認定要件は、次のとおり。

１　事業認定の申請
　(1)　事業認定申請書
　(2)　添付書類（事業計画書、起業地及び事業計画を表示する図面等）

２　事業認定の要件
　(1)　事業が法第３条の各号の一に掲げるものに関するものであること
　(2)　起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
　(3)　事業が公益性を有すること
　(4)　事業を早期に施行する必要性があること
　(5)　収用し、又は使用しようとする土地が必要最小限であること
　(6)　当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益が、当該土地がその事業の
     用に供されることによって失われる利益に優越すること

権 限 知事　

【手続の種類】事業の認定

【標準処理日数】　３か月

留 意 事 項

備 考

手 続

事業認定の処分
（県報登載）市

町
村

起
業
者

用
地
・
土
地
利
用
課

（
写
の
送
付
）

書
類
審
査

申

請

公
告
縦
覧
（
２
週
間
）

用
地
・
土
地
利
用
課

公
聴
会
の
開
催

（
開
催
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
そ

の
他
必
要
に
応
じ
開
催
）

審
議
会
の
意
見
聴
取

（
利
害
関
係
人
か
ら
異
義
が
提
出

さ
れ
た
場
合
に
開
催
）

起業者

市町村

通

知

法
定
事
前
説
明

会
の
開
催

受付窓口
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巻 末 参 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

新潟市産業廃棄物施設
の設置及び維持管理に
関する要綱

　産業廃棄物施設（産業廃棄物処理施設、中間処理施設、積替保管
施設等）を設置する場合、立地場所、環境整備、施設構造について事
前協議が必要。この際、設置場所周辺住民等へ計画概要の周知を行
い、同意等の意見聴取を実施することが必要。

廃棄物対策課 025-226-1411

新潟市産業廃棄物等の
適正な処理の促進に関
する条例

　土地所有者等は、産業廃棄物の処理を行う者に対して土地を使用さ
せるときは、その土地で産業廃棄物の不適正な処分が行われないよう
適正な管理に努めることが必要。
　また、面積300㎡以上の一団の土地において、自らが排出した産業廃
棄物を屋外で保管しようとするときは、事前の届出が必要（建設工事に
伴うものは法定の届出対象）。

廃棄物対策課 025-226-1411

景観法
新潟市景観条例

　景観計画区域の区分に応じて、一定の行為を行う者は、届出が必
要。届出をしてから30日間は当該行為の着手はできない。また、当該行
為は、景観計画区域の区分に応じた、景観形成基準（配置、意匠、高
さ、色彩、設備、植栽等）に適合するよう配慮が必要。

都市計画課 025-226-2825

<許可申請窓口>
区役所建設課

※1 別途記載

〈事前協議窓口〉
都市計画課

025-226-2825

都市計画課 025-226-2825

<窓口>
○新潟海浜・白山

中央区建設課
025-223-7410

○第1秋葉・第2秋葉
秋葉区建設課

0250-25-5691

新潟市駐車場条例

駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域において、一定規模以
上の用途の建築物を新増築又は用途変更をする場合、駐車施設を建
築物又は敷地内に附置しなければならない。
　１　建築物の全部を特定用途に供するもの
　　　延べ面積が2,000㎡を超える部分の面積に対し300㎡ごとに１台
　２　建築物の全部を非特定用途に供するもの
　　　延べ面積が3,000㎡を超える部分の面積に対し450㎡ごとに１台
　３　混合用途建築物の場合
　　　　非特定用途の延べ面積に３分の2を乗じた面積と、特定用途の
　　　延べ面積を合計し、3,000㎡を超える部分の面積に対し450㎡ご
　　　とに１台
※特定用途
　劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、
展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャ
バレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、
体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工
場

都市計画課 025-226-2679

都市計画課 025-226-2825

<窓口>
区役所建設課

※1 別途記載

新潟市中高層建築物の
建築に関する指導要綱

　用途地域等に応じて指定の高さを超える建築物を建築する場合に、
標識の設置や近隣住民への説明を行い、建築確認申請の提出前に届
出が必要。

建築行政課 025-226-2845

新潟市共同住宅の建築
に関する指導要綱

　住戸の数が10戸以上(同一の建築主又は土地所有者等が一連の土
地に2棟以上の共同住宅を建築する場合で、その合計戸数が10戸以
上となる場合を含む。)の共同住宅を建築する場合に、標識の設置や近
隣住民等への説明を行い、建築確認申請の提出前に届出が必要。

建築行政課 025-226-2845

新潟市大規模集客施設
制限地区内における建
築物の制限に関する条
例

大規模集客施設制限地区内では、劇場、店舗、飲食店や遊技場な
どの集客施設でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡
を超え、かつ小売業に供する店舗面積の合計が3，000㎡を超える建
築物の建築ができない。

建築行政課 025-226-2849

025-226-2849  

　1,000㎡以上の開発行為を行う場合、都市計画法第32条の規定によ
る同意及び協議のほか、本要綱に基づく協議が必要。

新潟市地区計画の区域
内における建築物の制限
に関する条例

　地区計画の区域内における建築物に関し、用途制限・敷地面積の最
低限度や壁面の位置等を制限する。

建築行政課

新潟市屋外広告物条例

○屋外広告物を表示又は設置する場合は、原則として許可が必要。
○以下の屋外広告物を１ヶ月を超えて表示又は設置する場合は、許
　可申請の前に事前協議が必要。
　１　地上からの高さが15mを超えるもの
　２　地上からの高さが15mを超える又は延べ面積が1,000㎡を超える
　　建築物若しくは工作物の新築、増築、改築、移転に伴うもの
　３　地上からの高さが15mを超える又は延べ面積が1,000㎡を超える
　　建築物若しくは工作物の外観の1/2を超える面積を変更すること
　　となる大規模の修繕、大規模の模様替、色彩の変更に伴うもの

新潟市風致地区条例

　風致地区に指定された以下の地区内で、建築物等の新築、改築、増
築又は移転、宅地の造成、土地の形質の変更等の行為を行う場合は
許可が必要。なお、法律に基づく行為の場合は、通知が必要。
　１　新潟海浜風致地区
　２　白山風致地区
　３　第１秋葉風致地区
　４　第２秋葉風致地区

新潟市開発指導要綱

新潟市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

新潟市建築協定条例
　建築協定が締結された区域内における建築物に関し、敷地、位置、
構造、用途及び形態等を制限する。

建築行政課 025-226-2849

土木総務課 025-226-3009

<窓口>
区役所建設課

※2 別途記載

新潟市街区基準点管理
保全要綱

　街区基準点の一時撤去を伴う工事や街区基準点の効用に支障を及
ぼすおそれのある工事を施行する場合は、本要綱に基づく協議が必
要。

土木総務課 025-226-3009

土木総務課 025-226-3009

<窓口>
区役所建設課

※2 別途記載

土木総務課 025-226-3009

<窓口>
　区役所建設課

※2 別途記載

土木総務課 025-226-3021

<窓口>
　区役所建設課

※2 別途記載

新潟市文化財保護条例　
　市文化財に指定された土地に係る行為で、現状を変更しようとすると
きは、変更しようとする日の20日前までに現状変更許可申請書を教育
委員会に提出しなければならない。

歴史文化課

025-226-2575
（史跡以外）

025-226-2580
（史跡）

新潟市埋蔵文化財事務
取扱要綱

　下記の場合は、着手60日前までに新潟市教育長へ届出が必要。
１．周知の埋蔵文化財包蔵地を埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘
しようとする場合(土木工事など)

歴史文化課 025-226-2580

都市計画課 025-226-2825

＜窓口＞
区役所建設課

※1 別途記載

新潟市宅地造成及び特
定盛土等規制法施行細
則

　一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積を行う場合、許可または届
出が必要。

都市計画課 025-226-2825

新潟市自転車等駐車場
の附置等に関する条例
及び同施行規則

　条例で定める指定区域内において、条例で定める一定規模以上の施
設の用途を新築又は増築する場合、条例及び同施行規則に基づく自
転車等駐車場設置(変更)届出が必要。建築確認申請前に届出・確認
の手続きを要する。また工事完了届も必要

新潟市開発行為等の許
可の基準に関する条例

　市街化調整区域の農村集落における住宅等の建築許可要件を緩和
するもの。
(1) 条例を適用する区域・土地において可能となる予定建築物の
　　用途
 ● 既存集落区域（概ね50戸以上の建築物で構成される集落）：
     戸建住宅、店舗等兼用住宅、共同住宅
     ※ この他、予定建築物の用途ごとに以下について制限あり
        ・戸建住宅：建築物の高さ、敷地面積
        ・店舗等兼用住宅：建築物の高さ、敷地面積、床面積
        ・共同住宅：建築物の階数、敷地面積
     ※ 中央区、西区の一部区域では、自己用の戸建住宅・店舗
        等兼用住宅のみ可能
 ● 既存宅地（区域区分（線引き）した際、既に宅地であった土地）：
     周辺の土地利用や環境保全に支障とならないものであれば、
　   用途の制限なし
(2) 非自己用住宅の最低敷地面積
　　 165㎡
(3) 既存集落区域における開発区域の面積
　　 一の開発区域の面積は3，000㎡未満とする。
(4) 適用除外
　　 既存集落区域において、道路を除く一団の空閑地（建築物が
  建築されていない土地(宅地と見なすことができる土地を除く。)
  をいう。）の面積が3，000㎡以上の区域は、この条例の規定は適
　用しない。

新潟市法定外公共物の
取扱いに関する条例及
び同施行規則

　法定外公共物の使用、生産物の採取及び用途廃止をする場合は、
本条例及び施行規則に基づく届出が必要。

新潟市道路工事承認
規則

　市が管理する道路において、道路管理者以外の者が道路に関する
工事又は道路の維持を行う場合は、本規則に基づく申請が必要。

新潟市道路占用規則
　市が管理する道路及び道路予定地に工作物、物件又は施設を設け
継続して道路及び道路予定地を使用する場合は、本規則に基づく申
請が必要。

新潟市

※１　区役所建設課 　 ※２　区役所建設課 　

手続き・問合わせ窓口 電話番号 手続き・問合わせ窓口 電話番号

北区建設課 025-387-1435 北区建設課 025-387-1405

東区建設課 025-250-2630 東区建設課 025-250-2610

中央区建設課 025-223-7410 中央区建設課 025-223-7403

江南区建設課 025-382-4738 江南区建設課 025-382-4703

秋葉区建設課 0250-25-5691 秋葉区建設課 0250-25-5690

南区建設課 025-372-6490 南区建設課 025-372-6460

西区建設課 025-264-7670 西区建設課 025-264-7661

西蒲区建設課 0256-72-8570 西蒲区建設課 0256-72-8507
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

長岡市景観条例

　建築物、工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる
修繕、模様替え、色彩の変更、開発行為、土地の形質変更、木竹の伐
採、屋外における物件の堆積、屋外広告物の新築、改築、色彩の変更
で、一定規模以上のものについては届出が必要。（確認申請等の行政
手続きの30日前まで）

都市政策課 0258-39-2225

長岡市風致地区条例

　風致地区内で、次に掲げる行為をする場合は、あらかじめ市長の許
可が必要。
　１　建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
　２　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
　３　木材の伐採
　４　土石の類の採取
　５　水面の埋立又は干拓
　６　建築物等の色彩の変更
　７　屋外における土石、廃棄物又は再生資源の推積

建築・開発審査課 0258-39-2226

長岡市大規模集客施設
制限地区内における建
築物の制限等に関する
条例

　大規模集客施設制限地区（市内の全ての準工業地域）内において、
床面積の合計が１万㎡を超える大規模集客施設（劇場、映画館、店
舗、飲食店又は遊技場等）の立地を規制するもの。

建築・開発審査課 0258-39-2226

長岡市栃尾都市計画特
別工業地区建築条例

　栃尾地域の基幹産業である繊維関連産業の保護及び育成を図るた
め、特別用途地区として定める特別工業地区内においては、条例に規
定する構造を満たす場合は、次の１から３のすべてに該当する建築物
を建築することができる。
　１　繊維関連産業に属する事業を営む工場
　２　作業場の床面積の合計が150㎡以下である建築物
　３　設置された原動機の出力が合計7.5kw以下である建築物

建築・開発審査課 0258-39-2226

長岡市寺泊地域におけ
る開発行為に関する
指導要綱

　寺泊地域において、次に掲げる開発行為を行う場合は、あらかじめ開
発行為の計画内容及び工事施行方法等について、市長に協議が必
要。
　１　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質を変更する開発
　　行為で、その規模が5,000㎡以上のもの
　２　砂利、岩石、土等の採取事業及び水面の埋立て事業で、その
　　規模が20,000㎡以上のもの
　３　上記１及び２以外の開発行為で、その規模が10,000㎡以上の
　　もの

建築・開発審査課 0258-39-2226

長岡市小国地域におけ
る開発行為の適正化に
関する要綱

 小国地域において、次に掲げる開発行為で、5,000㎡以上のものを行
う場合は、開発行為の内容について、あらかじめ市長に協議が必要。
　１　宅地の造成
　２　廃棄物処理施設の設置
　３　牧場の建設
　４　砂利、岩石又は土等の採取
　５　ゴルフ場の造成
　６　スキー場の造成
　７　公園若しくは遊園地又は動植物園の建設
　８　運動場、車両競走場又は乗馬場の建設
　９　上記以外のスポーツ、レクリエーション施設の建設

建築・開発審査課 0258-39-2226

長岡市都市計画法
施行条例

　市街化調整区域内の土地における開発行為及び建築行為（建築物
の新築・増改築・用途変更等）に関して、都市計画法第34条第11号及
び第12号等の規定により、許可することができる土地の要件及び予定
建築物の用途等を定めたもの

建築・開発審査課 0258-39-2226

長岡市地下水保全条例

規制地域において届出揚水設備を設置しようとする場合には、その設
置工事に着手する日の20日前までに、市長に届出が必要。揚水設備
が構造等の変更により届出揚水設備となる場合も、同様。

※規制地域
　長岡地域、中之島地域、越路地域、三島地域及び与板地域。

※届出揚水設備
　ストレーナーの下限の位置が地表面下20メートル以深で、かつ、揚水
機の吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その断面積の合
計。）が４平方センチメートル以上の揚水設備。

環境政策課 0258-24-0528

長岡市道路占用規則
　市が管理する道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を
使用しようとする場合は、本規則に基づく申請が必要。

道路管理課 0258-39-2232

長岡市道路工事
承認規則

　市が管理する道路において、道路管理者以外の者が道路に関する
工事又は道路の維持を行う場合は、本規則に基づく申請が必要。

道路管理課 0258-39-2232

長岡市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

長岡市街区基準点管理
保全要綱

　街区基準点の一時撤去又は移転を伴う工事や街区基準点の効用に
支障を及ぼすおそれのある工事を施工する場合は、本要綱に基づく協
議が必要。

道路管理課 0258-39-2232

長岡市法定外公共物の
管理に関する条例及び
同施行規則

　法定外公共物において、次に掲げる行為をする場合はあらかじめ市
長の許可が必要。
　１　法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に、工作
　　物等を設置
　２　上記１のほか、法定外公共物をその目的以外の目的で使
　　用
　３　法定外公共物の敷地において、生産物を採取

用地課 0258-39-2390

長岡市小国地域におけ
る土砂等の埋立て等によ
る土壌の汚染及び災害
の発生の防止に関する
措置を定める条例

　事業主又は事業施行者は、小国地域において次に定める事業を行
おうとする場合には、次に定める区分により、市長の許可又は市長に届
出が必要。

許可
　・事業区域の面積が2,000㎡以上の土砂の埋立て等を行う事業
　・事業区域の面積が1,000㎡以上又は土壌環境基準を超える土砂等
若しくは残土を事業に用いる小国地域内の土砂等及び残土の埋立て
等を行う事業
　・区域外土砂等の埋立て等を行う事業

届出
　・事業区域の面積が500㎡以上2,000㎡未満の土砂の埋立て等を行う
事業
　・事業区域の面積が300㎡以上1,000㎡未満の小国地域内の土砂等
及び残土の埋立て等を行う事業

環境政策課 0258-24-0528

長岡市文化財保護条例

　市文化財に係る行為で、下記の場合にはあらかじめ教育委員会への
届出が必要。
　１　現状を変更しようとするとき
　２　その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

科学博物館 0258-32-0546

上越市大規模開発行為
の適正化に関する条例

　下記の事業を目的として行う開発行為で、一定の要件に該当するも
のについては、事前に協議が必要。
　１　宅地の造成（下記２から５までの事業を目的とするものを除く。）
　２　ごみ処理施設又は産業廃棄物の処理施設の設置
　３　一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場の設
　　置
　４　スポーツ施設又はレクリエーション施設の設置
　５　砂利、岩石、土等の採取

総合政策課 025-520-5626

上越市自然環境
保全条例

○「自然環境保全地域」において以下の開発行為等を行う場合は、行
　為に着手する60日前までに申請が必要。
　１　建築物その他工作物の新築、改築又は増築をすること
　２　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質を変更すること
　３　鉱物の掘削又は土石の採取をすること
　４　水面の埋立て又は干拓をすること
　５　河川、池沼等の水位又は水量に増減を生じさせること
　６　木竹の伐採をすること
　７　池沼若しくは湿原であって市長が別に指定するもの又はこれら
　　に流入する河川の水域若しくは水路に汚水又は廃水を排出する
　　こと
　　※地権者が行う日常的な行為（森林の保育のための下草刈り、間
　　　伐、危険な木材の伐採等）などは申請不要。

○「保護野生動植物」の捕獲等（捕獲・採取・殺傷・損傷）を行う場合
　は、行為に着手する60日前までに申請が必要。

○「自然環境保全地域以外の土地」のうち当該土地の現況が山林若
　しくは原野であるもの又は海岸線から100m以内の区域の土地にお
　いて、次に掲げる行為をしようとする場合は、行為に着手する60日前
　までに届出が必要。
　１　0.1ha以上2ha未満の面積の土地における宅地の造成
　２　0.1ha以上5ha未満の面積の土地における鉱物の掘削又は土石
　　の採取

環境政策課
　

025-520-5690

上越市生活環境の保全
等に関する条例

　上越市の区域（安塚区、浦川原区、大島区、牧区、中郷区及び名立
区を除く。）において、揚水設備を設置しようとする者は、工事に着手し
ようとする30日前までに市長に届け出なければならない。揚水設備の構
造等を変更する場合も同様に届出が必要。
・　届出の必要となる揚水設備は、新潟県生活環境の保全等に関す
　る条例第55条第１項の規定により県知事の許可を受けなければな
　らない揚水設備（ストレーナーの下限の位置が地表面下20m以深
　の設備であって、揚水機の吐出口の断面積が６c㎡以上であり、又
　は揚水機の原動機の定格出力が1.1kwを超えるもの）を除く設備。

環境政策課
　

025-520-5690

長岡市

上越市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

上越市都市計画法
施行条例

　市街化調整区域における建築物の建築行為
　（都市計画法第34条第11号の規定により、許可を受ける場合の土地
の区域指定及び建築可能な予定建築物の用途を定めている。）

都市整備課 025-520-5763

上越市景観条例

　景観法に基づき、上越市景観計画を策定しており、市全域を景観計
画区域としている。これにより、下記の行為等を行う場合は、景観法に
基づく届出が必要となり、景観計画に定められた行為の基準に適合し
なければならない。上越市景観条例については景観法の施行に関し必
要な事項その他景観づくりに必要な事項を定めている。

＜上越市全域（景観づくり重点区域を除く）＞
〇次のいずれかに該当する建築物等の新築、新設、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変
更
　・高さが13ｍを超える建築物等
　・延べ面積又は築造面積が500㎡を超える建築物等
　・建築基準法第48条第1項から第13項までのただし書の規定に該当
するもの
　・都市計画法第4条第12項で規定する3,000㎡以上の開発行為
＜景観づくり重点区域（安塚区全域）＞
・建築物等の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え及び色彩の変
更
・屋外広告物の表示または屋外広告物を掲示する物件の設置
・1,000㎡を超える一団の土地の区画形質の変更
・市が認定する樹木の伐採
・道路及び道路付帯施設の建設
＜景観づくり重点区域（南本町三丁目の一部）＞
〇雁木通り（一般県道青柳高田線）から見える建築物・工作物につい
て、次のいずれかに該当する行為を行う場合
　・新築、新設、増築、改築、移転
　・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

都市整備課 025-520-5763

上越市道路占用規則 　市が管理する道路を占用する場合には申請が必要。 道路課 025-520-5769

上越市道路工事施工
承認規則

  市が管理する道路において、道路管理者以外の者が工事を行う場合
には申請が必要。

道路課 025-520-5769

上越市法定外公共物
管理条例

　市が所有する法定外公共物を占用又は工事する場合には申請が必
要。

道路課
農林水産整備課

025-520-5769
025-520-5757

上越市特別用途地区
建築条例

　上越都市計画特別用途地区及び柿崎都市計画特別用途地区（大規
模集客施設制限地区：準工業地域）内においては、次の建築物を建築
してはならない。
　・劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示
　場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類
　する用途で建築基準法施行令で定めるものに供する建築物で、そ
　の用途に供する部分（劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に
　供する部分にあっては客席の部分に限る。）の床面積の合計が
　10,000㎡を超えるもの。
※　市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りで
　ない。
※　既存建築物に対する制限の緩和あり。

建築住宅課 025-520-5783

上越市特別用途地区建
築条例施行規則

　上越市特別用途地区建築条例の施行に関し必要な書式等を定める
もの

建築住宅課 025-520-5783

上越市工場立地法地域
準則条例

　下記条件に該当する工場等を設置する場合、緑地の設置等に関して
基準が定められており、着工前90日までに届出が必要。
１　業種：製造業、電気・ガス・熱供給業者
２　面積：敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上
※準則に適合している場合、着工前10日まで短縮可能。

産業立地課 025-520-5736

上越市文化財保護条例

　市文化財に係る行為で、下記の場合にはあらかじめ教育委員会の許
可を受けなければならない。
　１　現状を変更しようとするとき
　２　その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

文化行政課 025-545-9269

上越市水道水源
保護条例

　水道事業管理者が指定した水源保護地域内で、下記の事業を行おう
とする者は、あらかじめ管理者に協議することが必要。
　１　ゴルフ場
　２　産業廃棄物処理業
　３　土砂採取業
　４　砂利採取業
　５　その他水質汚濁を招くおそれのある事業

ガス水道局
計画調整課

025-522-5519

上越市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

上越市 上越市下水道条例

○以下の行為をしようとする場合は、あらかじめ管理者に許可申請書の
提出が必要。

１　公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に、施設又は工作
物その他の物件を設けること
２　公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に、施設又
は工作物その他の物件を設けること
３　公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して、排水
施設を設けること

○公共下水道若しくは管理者が管理している下水路の敷地又は排水
施設に、施設又は工作物その他の物件を設け、占用しようとする場合
は、あらかじめ管理者の許可が必要。（許可事項を変更しようとするとき
も同様）

※上記は、都市下水路についても準用する

ガス水道局
下水道課

雨水施設課

025-522-5516

025-520-5795

三条市土地開発条例

　下記の場合には、当該（開発）行為等に係る関係法令の規定による申
請等の諸手続に先立ち、（１）開発行為等の事業概要及び事業計画、
（２）公共・公益施設の管理、帰属等について協議が必要。
　・開発区域の規模が3,000㎡以上のもので次に掲げる行為等
　　ア　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為
　　イ　土地の区画形質の変更（アに掲げるものを除く。）
　　ウ　建築物の新築又は特定工作物の新設
　　エ　建築基準法第87条に規定する用途の変更

建設課
計画整備係

0256-34-5714

三条市文化財保護条例

　市指定有形文化財等に関し、下記の場合にはあらかじめその旨を市
長に届け出なければならない。
　・現状を変更しようとするとき
　・その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

生涯学習課
文化財係

0256-46-5205

三条市道路占用規則
　市が管理する道路及び道路予定地に工作物、物件又は施設を設け
継続して道路及び道路予定地を使用する場合は、本規則に基づく申
請が必要。

建設課
建設管理係

0256-34-5713

三条市公共物管理条例
　国有地及び三条市の公共用財産である認定外道路、河川、水路等を
占用しようとする場合は、本条例に基づく申請書を市長に提出し、許可
を受けなければならない。

建設課
建設管理係

0256-34-5713

三条都市計画特別工業
地区建築条例

　金属工業及び関連産業の保護育成を図るため、特別工業地区内に
おいて条例に規定する構造を満たす場合には、工場の床面積や原動
機の出力などの制限を緩和することができる。

建築課 0256-34-5727

三条市建築協定条例
　建築協定が締結された区域内における建築物に関し、敷地、位置、
構造、用途、形態、意匠又は建築設備を制限する。

建築課 0256-34-5727

三条市工場立地法に基
づく緑地面積率等に関す
る準則を定める条例

　下記①～③の地域に対象の工場等を設置する場合、緑地の設置等
に関して基準が定められており、着工前90日までに届出が必要。
※準則に適合している場合、着工前10日まで短縮可能。

【対象工場】
１　業種：製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業
２　敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上

【対象地域及び基準】
①都市計画法第８条第１項第１号に規定する準工業地域
・緑地面積率：100分の10以上
・環境敷地面積率：100分の15以上
②都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業地域及び工業専用
地域
・緑地面積率：100分の5以上
・環境敷地面積率：100分の10以上
③都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域の指定のない地
域
・緑地面積率：100分の5以上
・環境敷地面積率：100分の10以上

商工課 0256-34-5611

三条市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

三条市

三条市地域経済牽引事
業の促進による地域の成
長発展の基盤強化に関
する法律に基づく緑地面
積率等に関する準則を定
める条例

　下記地域に対象の工場等を設置する場合、緑地の設置等に関して
基準が定められており、着工前90日までに届出が必要。
※準則に適合している場合、着工前10日まで短縮可能。

【対象工場】
１　業種：製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業
２　敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上

【対象地域及び基準】
都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業専用地域
・緑地面積率：100分の1以上
・環境敷地面積率：100分の1以上

商工課 0256-34-5611

新潟県柏崎市開発行為
指導要綱

　下記に該当する場合で、柏崎市の都市計画区域内外に関わらず、事
業（開発行為）を行う者は、関係法令に基づく手続きを行う前又は工事
着手前に市長に申し出て、必要な事項について協議しなければならな
い。
　・開発区域の面積が0.3ha以上の事業
　・同一の事業者が３年以内に隣接地で事業を行う場合又は複数の
　事業者が同時に隣接地で共同事業と認められる事業を行う場合に
　おいて、その合算した面積が0.3haを超える事業
　なお、上記の事業のうち、都市計画法第29条第１項第２号から第11号
までに規定する事業及び市長が必要と認める事業についてはこの限り
ではない。

都市計画課 0257-21-2298

柏崎市景観条例
  建築物や工作物の新築・増築・改築・移転・外観の変更、開発行為、
土地の形質の変更などの行為で、一定規模以上のものについては届
出が必要。

都市計画課 0257-21-2298

柏崎市文化財保護条例

 
  市文化財に係る行為で、下記の場合にはあらかじめ教育委員会の許
可を受けなければならない。
1　現状を変更しようとするとき
2　その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

博物館 0257-22-0567

柏崎市里道、水路等法
定外公共物の管理及び
処分に関する条例及び
同施行規則

　法定外公共物の使用及び用途廃止並びに生産物の採取をする場合
は、本条例及び施行規則に基づく申請等が必要。 財政管理課 0257-21-2328

柏崎市公害防止条例

　
　柏崎市公害防止条例施行規則第３条に定める工場又は事業場を設
置しようとする者は、設置日の30日前までに届出が必要。

環境課 0257-23-5170

柏崎市建築協定条例
　建築協定が締結された区域内における建築物の敷地、位置、構造、
用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について制限する。

建築住宅課 0257-21-2291

柏崎市中高層建築物の
建築に関する指導要綱

　用途地域区分で定める高さを超える建築物については、事前公開の
標識の設置や近隣関係者への説明を行い、計画建築物の届出書を提
出しなければならない。

建築住宅課 0257-21-2291

新潟県柏崎市中規模小
売店舗立地に関する
指導要綱

　中規模小売店舗（一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計
が５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下であるもの）の新設
については、届出が必要。

商業観光課 0257-21-2335

新発田市
新発田市都市計画法
施行条例

　市街化調整区域において、下記のエリア内で、各条件を満たせば条
例で認められる用途の建築物を建築できる。
【Ａエリア　主に住宅などの建築が可能となるもの】
　◎区域の要件　次のいずれかに該当するもの
　　　区域①：市街化区域から1.1km以内で45戸以上連たんしている
　　　　　　　　集落
　　　区域②：市街化区域から1.1km以内で45戸未満連たんしてい
　　　　　　　　る集落
　　　区域③：市街化区域から1.1kmより離れ、45戸以上連たんしている
　　　　　　　　集落
　　　※「連たん」…建築物（住宅）の敷地が100m以内に連続している
　　　　　　　　　　　状態
　◎土地の要件
　　条例施行時に宅地又は宅地状態であるもの
　　※災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリアは除く
　◎建築が可能になるもの
　（１）区域①
　　　　第二種低層住居専用地域で建築可能なもの
　（２）区域②、③
　　　　第一種低層住居専用地域で建築可能なものから、共同住宅・寄
        宿舎・下宿を除いたもの

地域整備課 0254-26-3556

柏崎市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

新発田市都市計画法
施行条例

【Ｂエリア　一定規模の店舗やガソリンスタンドなどの建築が可能となるも
の】
　◎区域の要件
　　　国道７号及び主要地方道新発田豊栄線、市道富塚日渡線の
　　沿道で、これらの道路と条例施行時の農業振興地域との間に挟
　　まれた区域
　◎土地の要件
　　　敷地外周長さの1/10以上が区域外の相当規模の道路と接続し
　　ていること（地目が「宅地」であることは問わない。）
　◎建築が可能になるもの
　　・第一種低層住居専用地域で建築可能なものから、住宅と店舗併
　　用住宅、事務所併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿を除いたもの
　　・床面積500㎡以内でかつ階数2以下の店舗、飲食店、事業所
　　・ガソリンスタンド
　　・自動車修理工場

地域整備課 0254-26-3556

新発田市開発指導要綱

　下記の場合には、関係法令の手続きを行う前に市と事前協議が必
要。
　１　都市計画区域内で行われる開発区域の面積が0.1ha以上の事業
　２　都市計画区域内で行われる開発区域の面積が0.1ha未満でも市
長が計画的なまちづくりを進めるうえで必要と認める事業
　３　都市計画区域内で行われる個々の開発区域の面積が0.1haに満
たない事業であって、同一事業者が３年以内に隣接地で事業を行う場
合において、その合算した面積が0.1haを超える事業
　４　都市計画区域外で行われる開発区域の面積が0.3ha以上の事業

地域整備課 0254-26-3556

新発田市景観条例
　建築物、工作物の新築（新設）・増築・改築等にかかる行為で一定規
模以上のものについては届出が必要。

建築課 0254-26-3557

新発田市屋外広告物
条例

　屋外広告物を表示又は設置する場合は、原則として許可が必要。 建築課 0254-26-3557

新発田市自然環境保全
条例

　保護地区内において規則で定める行為をしようとするときは許可が必
要。

環境衛生課 0254-28-9120

新発田市文化財
保護条例

　市文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじ
め委員会の許可を受けなければならない。
　1　現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為
　　をしようとするとき。
　2　市区域外に移そうとするとき。

文化行政課
文化行政係

0254-22-9534

新発田市中高層建築物
の建築に関する指導要
綱

　用途地域等に応じて指定の高さを超える建築物を建築する場合に、
標識の設置や近隣関係者への説明を行い、建築確認申請の提出前に
届出が必要。

建築課 0254-26-3557

新発田市道路占用料
条例

　市道（上空・地下を含む）に一定の工作物、物件又は施設等を設け、
継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要。

維持管理課 0254-28-7099

新発田市公共用財産
管理条例

　法定外公共物を使用等する場合には、新発田市への申請･届出が必
要。

財産管理課 0254-26-3774

新発田市水道水源保護
条例

　条例に規定する事業場を水源保護地域内に設置する場合、事前協
議書の提出、給水区域住民説明会及び協定締結が必要。

水道局
浄水課

0254-23-7194

新発田市公害防止条例
大気の汚染等を生じるおそれがある工場または規則で定めるものを設
置（変更を含む）する場合、設置工事開始90日前までに協議が必要。

環境衛生課 0254-28-9120

新発田市中規模小売店
舗届出要綱

・店舗面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以下の小売店舗の新設又は
変更（変更により同規模となる場合を含む）を行う場合は届出が必要。
・店舗面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以下の店舗で小売業を行う場
合は届出が必要。

商工振興課 0254-28-9650

新発田市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

小千谷市開発行為指導
要綱

　都市計画区域内において、面積が0.1ha以上の開発事業を行う場合
には、関係法令に基づく手続きを行う前に事前協議が必要。

建設課 0258-83-3514

小千谷市公害防止条例
小千谷市公害防止条例
施行規則

　大気の汚染等を生ずるおそれがある工場又は事業場で、規則に定め
る工場又は事業場及び施設(以下「工場等」という。)を設置(増設、変更
を含む。以下同じ。)しようとする者は、その設置の工事の開始の日の60
日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項につい
て市長に協議しなければならない。
(1)　工場等の設置の計画に関すること
(2)　公害の防止のために必要な施設の整備、使用燃料その他の措置
に関すること
(3)　公害防止を実施するための事業者の報告に関すること
(4)　市職員の立入調査等に関すること
(5)　公害が発生した場合における措置その他必要なこと

環境共生課 0258-83-3566

加茂市都市計画地区計
画による建築物の制限に
関する条例

　当条例で定める地区計画の区域においては、以下の建築物を建築し
てはならない。
　・物品販売業を営む店舗（CD・ビデオレンタルショップを含む）で、
　その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの
　・畜舎（ペットショップ・ホテル又は動物病院に付属するものを除く）
　で、その用途に供する部分の床面積が15㎡を超えるもの。

建設課 0256-52-0080

加茂市自家用天然ガス
採取規制条例

　規制地域内における自家用天然ガスの採取について、新規採取は
禁止。更新採取は市長の許可が必要。

商工観光課 0256-52-0080

加茂市自然環境保全
条例

・当条例で定める保全地域において以下の行為をしようとする場合は、
あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
　１　宅地を造成し、土地を開墾し、又は土石を採取集積し、若しくは
　　その他土地の区画形質を変更すること
　２　水面を埋め立て、又は干拓すること
　３　自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある次に掲げる行為
　　①建築物その他の工作物を新築、改築又は増築すること
　　②広告物その他これに属するものを掲出又は設置すること
　４　前各号に掲げるもののほか、自然環境の保全に影響を及ぼす
　　おそれがある行為で市長が定めるもの
・指定を除く区域において上記各号の行為をしようとする場合は、その
行為に着手しようとする日の60日前までに市長に届け出なければなら
ない。
　なお、行為の規模は1,000㎡以上とする。

環境課 0256-52-0080

十日町市地下水利用適
正化に関する条例

　地下水の保全及び利用適正化に自ら必要な措置を講ずるとともに、
地下水の重要性を認識し、市が実施する地下水利用適正化に関する
施策に協力しなければならない。
　規制区域内において地下水を井戸により揚水する場合には、許可申
請もしくは届出を必要とする。

建設課 025-757-9932

ブナ条例
　松之山地域で指定された保護区内の所有権移転・伐採・道路の建
設・工作物の設置には届出を必要とする。

松之山支所
地域振興課

025-596-3131

十日町市特別用途地区
建築条例

　大規模集客施設制限地区（市内の準工業地域全域）では、劇場、店
舗、飲食店、遊技場などの集客施設でその用途に供する部分の床面
積の合計が１万㎡を超える建築物を建築してはならない。

都市計画課 025-757-9937

十日町市公共物管理条
例及び同施行規則

　法定外公共物の使用及び用途廃止並びに生産物の採取をする場合
は、本条例及び施行規則に基づく申請等が必要。

建設課 025-757-3117

十日町市道路占用規則
　市が管理する道路を占用する場合には、本規則に基づく申請等が必
要。

建設課 025-757-3117

十日町市道路工事承認
規則

　市が管理する道路において、道路管理者以外の者が道路に関する
工事又は道路の維持を行う場合は、本規則に基づく申請等が必要。

建設課 025-757-3117

加茂市

小千谷市

十日町市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

見附市開発行為
指導要綱

　下記の場合には、関係法令の手続きを行う前に市と事前協議が必
要。
　１　開発区域の面積が0.1ha以上の事業
　２　開発区域の面積が0.1ha未満でも同一事業者が３年以内に隣接
　　地で事業を行う場合で、合算した面積が0.1haを超える事業

都市環境課 0258-62-1700

見附市森林環境の保全
に関する要綱

　見附市内において行われる、森林法による林地開発許可を要する開
発行為及び新潟県土採取の適正化に関する条例で届出を要する土採
取行為で、開発区域等の面積が1,000㎡以上の事業について適用す
る。ただし、次に掲げる開発事業については適用しない。
　１　国又は地方公共団体が行う場合
　２　火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置とし
　　て行う場合
　３　森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、か
　　つ、公共性が高いと認められる事業を行う場合

農林創生課 0258-62-1700

見附市都市計画法施行
条例

　市街化調整区域における建築物の建築行為
（都市計画法第34条第11号の規定により、許可を受ける場合の土地の
区域指定及び建築可能な予定建築物の用途を定めている。）

都市環境課 0258-62-1700

見附市道路占用規則 　市が管理する道路を占用する場合、本規則に基づく許可が必要。 建設課 0258-62-1700

村上市公害防止条例
　施行規則で定める工場または事業場を設置（変更を含む）しようとする
者は、工事開始日の90日前までに協議が必要。

環境課 0254-75-8932

村上市景観条例
村上市景観条例施行規
則

　建築物、工作物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、色彩変
更等及び開発行為、土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋立て
又は干拓等にかかる行為で、一定規模以上のものについては届出が
必要。（当該行為の着手30日以上前まで）

都市計画課 0254-75-8947

村上市開発行為等指導
要綱

　下記に該当する開発行為は事前協議（市の土地利用計画及び関係
法令等との調整を図り、できるだけ早い段階で事業計画を市土地利用
調整会議に諮るものとする。）が必要。
　１　都市計画区域内で、開発面積が3,000㎡以上の事業
　２　都市計画区域外で、開発面積が10,000㎡以上の事業
　３　前１及び２に規定する面積に満たない場合でも、以下のいずれか
に該当する場合
　①複数の事業者が、隣接地で同時期に行う一体的な事業であって、
その合算された面積が前１及び２に掲げる面積を超える場合
　②同一事業者が、隣接地で3年以内に行う事業で、その合算された
面積が前１及び２に掲げる面積を超える場合
　③開発が進むと予想される場所等で、市長が特に認めた場合

都市計画課 0254-75-8946

村上市道路占用規則
市が管理する道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使
用しようとする場合は、本規則に戻づく申請が必要。

建設課 0254-75-8945

村上市道路工事施行承
認規則

市が管理する道路において、道路管理者以外のものが道路に関する
工事又は道路の維持を行う場合は、本規則に基づく申請が必要。

建設課 0254-75-8945

村上市里道等管理条例
里道等（法定外公共物）を占用する場合や工事等を行う場合は、本条
例に基づく承認が必要。

建設課 0254-75-8945

村上市文化財保護条例
市指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ
す行為をしようとするときは、教育委員会の許可が必要。

生涯学習課 0254-53-7511

燕市宅地開発規則

　以下の宅地開発行為を行おうとする事業者は、関係法令に基づく手
続きを行う前に、市長に申し出て、協議しなければならない。
　（１）都市計画法第29条第１項の規定に基づく、3,000㎡以上の開発
　　　行為
　（２）優良宅地認定による宅地開発
　（３）前２号の事業で、同一事業者が一定地区について連続して行
　　　う一体開発事業又は複数の事業者が行う一団の開発事業につ
　　　いて、それが共同事業と認められる場合
　（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた宅地開発

都市計画課
都市計画係

0256-77-8263

燕市租税特別措置法に
基づく優良宅地等認定
事務施行規則

　「優良宅地認定」を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に
優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
　ただし、造成区域面積が1,000㎡未満の場合には、宅地を造成した後
に優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

都市計画課
都市計画係

0256-77-8263

見附市

村上市

燕市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

燕市燕弥彦都市計画特
別工業地区建築条例

　燕地区の第一種住居地域の一部において、一定の条件を満たす工
場で作業場の床面積の合計が100㎡以下のものは、建築基準法第48
条第５項の規定にかかわらず、建築することができる（業種、原動機の
大きさ等規制あり）。

都市計画課
都市計画係

0256-77-8263

燕市道路工事承認規則
　市が管理する道路の道路管理者以外の者の行う道路に関する工事
又は道路の維持を行う場合は、本規則に基づく申請書を市長に提出し
なければならない。

土木課
管理係

0256-77-8277

燕市公共物管理条例
　国有地及び燕市の公共用財産である認定外道路、河川、水路等を占
用しようとする場合は、本条例に基づく申請書を市長に提出し、許可を
受けなければならない。

土木課
管理係

0256-77-8277

燕市道路占用規則
　市が管理する道路及び道路予定地に工作物、物件又は施設を設け
継続して道路及び道路予定地を使用する場合は、本規則に基づく申
請が必要。

土木課
管理係

0256-77-8277

燕市文化財保護条例

市文化財の所有者等が、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじ
め教育委員会の許可を受けなければならない。
(1)　現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為を
しようとするとき。

社会教育課 0256-63-7002

糸魚川市開発指導要綱

　下記に該当する開発行為は事前協議が必要。
　１　都市計画区域内で開発面積が1,000㎡以上の事業
　２　都市計画区域外で開発面積が10,000㎡以上の事業
　３　都市計画区域内における主に駐車場の建設を目的とした土地の
区画形質の変更で、開発面積が1,000㎡以上の事業
　４　都市計画区域内における建築物の建築等を目的としない区画形
質の変更で、その面積が1,000㎡以上の農地転用を伴う造成工事。た
だし１又は３に該当するまでの間は猶予する。
　５　同一の開発事業者がおおむね３年以内に隣接地で行う場合、又
は複数の事業者がおおむね１年以内に隣接地で共同事業と認められ
る場合で、その合算した面積が１又は２に掲げる面積を超える事業及び
造成工事

都市政策課 025-552-1511

糸魚川市都市公園条例
　都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
・土地の形質を変更すること。

建設課 025-552-1511

糸魚川市公害防止条例
　市の地域内に規則で定められる工場又は事業場を設置しようとする
場合には届出が必要。（設置の90日前）

環境生活課 025-552-1511

糸魚川市建築協定条例
建築協定が締結された区域内における建築物に関し、敷地、位置、構
造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を制限する。

都市政策課 025-552-1511

糸魚川駅北地区防災街
区整備地区計画の区域
内における建築物の制限
に関する条例

特定建築物地区整備計画の区域内における建築物の間口率、高さ、
構造、壁面の位置等を制限する。

都市政策課 025-552-1511

妙高市斑尾高原自然環境
保全条例

　妙高市大字樽本丙字上樽川、字東の平、字前田、字沼、字小和清
水、字小左エ門沢、字八坊主、字斑尾において、ゴルフ場、別荘団地、
スキー場等（以下「ゴルフ場等」という。）の開発（当該ゴルフ場等の用に
供するための土地の区画及び形質の変更又は建築物等を建築するこ
とをいう。）であって規則で定める行為又は水資源の利用であって規則
で定める行為をしようとするときは届出が必要。
　届出をしようとする者は、あらかじめ市長と自然環境保全のために必
要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結する。

環境生活課 0255-74-0033

妙高市風致地区条例

　風致地区内で次に掲げる行為をする場合、許可が必要。
　１　建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
　２　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
　３　木竹の伐採
　４　土石の類の採取
　５　水面の埋立て又は干拓
　６　建築物等の色彩の変更
　７　屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

建設課 0255-74-0025

妙高市開発等指導要綱

①都市計画法第29条による開発行為を行う場合、法に定められた手続
きを行う前に次の事項について協議しなければならない。
　１　市の土地利用計画、都市計画に対する適合
　２　街区の構成及び関連公共・公益施設の基本計画
　３　公共施設等の管理、帰属
　４　開発区域内の雪対策
　５　その他要綱に定める事項
②開発行為に係る事前協議等について、関係各課で協議及び審査を
行う。

建設課 0255-74-0025

糸魚川市

妙高市

燕市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

妙高市公共用財産管理条
例

　法定外公共物の使用、生産物の採取及び用途廃止をする場合は、
届出等が必要。

建設課 0255-74-0025

妙高市の自然環境を守る条
例

　妙高市内の自然環境保護地区において、国又は地方公共団体が公
共の利益のためにする事業（以下「公共事業」という。）を除き、自然環
境保護地区内において次の行為（以下「開発行為」という。）をしようとす
るときは届出が必要。

環境生活課 0255-74-0033

妙高市妙高高原地域広告
物等設置指導要綱

　妙高高原地域における広告物設置について、届出を求めるもの。 建設課 0255-74-0025

五泉市開発指導要綱

　開発区域の面積が０．１ｈａ以上の事業、若しくは開発区域の面積が
０．１ｈａ未満でも、同一の事業者が３年以内に接続する地域で、さらに
開発事業を行う場合、または２以上の開発事業者が接続した地域で同
時に開発事業を行う場合で合算した面積が０．１ｈａ以上の事業を行うと
きは、事前に市長の承認が必要。

都市整備課 0250-43-3911

五泉市自然環境保全条
例

　 市が指定した保全地域において、下記の場合には市長の許可が必
要。
　１　建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること
　２　宅地を造成し、土地を開墾し、又は土石を採取集積し、若しくはそ
の他土地の区画形質を変更すること
　３　水面を埋め立て、又は干拓すること
　４　木竹を伐採すること
　５　広告物その他これに属するものを掲出し、又は設置すること
　６　前各号に掲げるもののほか、自然環境の保全に影響を及ぼすお
それがある行為で市長が定めるもの

環境保全課 0250-43-3911

五泉市水道水源保護条
例

   水道水源保護地域において、下記の場合には事前協議が必要。
　１.廃棄物の処理施設又は最終処分場を設置しようとする場合
　２.土石類の採取を行おうとする場合(総面積が200平方メートル未満
のものを除く）
　３.畜産経営に係る畜房等の施設を設置しようとする場合（総面積が豚
房にあっては30平方メートル未満、牛房その他にあっては100平方メー
トル未満の施設を除く）
　４.井戸を掘削しようとする場合で、深さ30メートル以上（水道水源井の
中心からの直線距離が100メートルに満たない場合にあっては、深さ５
メートル以上）の井戸を掘削しようとする場合
  ５.水質汚濁防止法第２条第２項の特定施設を設置しようとする場合
　６.その他水道水源の水質汚濁を招くおそれがあると市長が認める事
業又は行為を行う場合

上下水道局 0250-58-6653

五泉市公共用財産管理
条例及び同施行規則

　法定外公共物を使用等する場合は、届出が必要。 都市整備課 0250-43-3911

五泉市文化財保護条例

　市文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじ
め教育委員会の許可を受けなければならない。
　・市文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼ
す行為をしようとするとき。

生涯学習課 0250-42-5195

阿賀野市道路占用規則
　市が管理する市道に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を
使用しようとする場合においては、本規則に基づく申請が必要。

建設課 0250-61-2480

阿賀野市道路工事承認
規則

　市が管理する市道に関し、道路管理者以外の者が工事及び道路の
維持を行う場合は、本規則に基づく申請が必要。

建設課 0250-61-2480

阿賀野市法定外公共物
の取扱いに関する条例

　法定外公共物使用について、下記の場合には届出が必要。
　1　工作物を新築し、改築し、又は除却等の工事をすること。
　2　農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用する
　　こと。
　3　土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行
　　為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
　4　前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

建設課 0250-61-2480

妙高市

阿賀野市

五泉市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

阿賀野市土地活用事業
指導要綱

　下記の場合は、法令による申請及び届出等の前に事業計画の概要
を事前相談し、その後土地活用事業協議書を作成し市長に協議が必
要。

・「現況有姿分譲地」、「山林現況分譲地」、「菜園」又は「工作物の設置
を伴わないレジャー施設用地」等、建築物等の建築を目的としない土
地の区画形質の変更で従前の土地用途を他用途に変換及び活用し行
う事業で、一団又は計画の一体性があると認められる土地活用事業で
事業地の面積が0.3ヘクタール以上に及ぶもの。
・事業地の面積が0.3ヘクタール未満の場合でも同一事業者が3年以内
に隣接地で事業を行う場合又は2つ以上の事業者が隣接地で同時に
事業を行う場合でその合算した面積が0.3ヘクタールを超えるもの。

建設課 0250-61-2480

阿賀野市開発行為適正
化指導要綱

下記に該当する場合には、事前協議が必要。

1、一団の土地又は計画の一体性があると認められる開発事業で、面
積が0.1ヘクタール以上に及ぶもの。
2、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の土地についても、客観的に
居住者等の便益又は施設の維持管理等を効果的に図るため、公共施
設整備が必要と認められる開発事業に対し適用する。
3、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の事業でも同一事業者が3年
以内に隣接地で事業を行う場合又は2つ以上の事業者が隣接地で同
時に事業を行う場合でその合算した面積が0.1ヘクタールを超える事業
について適用する。

建設課 0250-61-2480

阿賀野市文化財保護条
例

　市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとするときは、届出が必要。

生涯学習課 0250-62-5322

佐渡市景観条例
　建築物、工作物、土石等の堆積、開発行為、水面の埋立て・干拓、木
竹等の伐採、自動販売機、その他土地の形質の変更等に係る行為で、
一定規模以上のものについては届出が必要。

建築住宅課 0259-67－7403

佐渡市屋外広告物条例
 　一定規模以上の屋外広告物を表示又は設置する場合は、原則とし
て許可が必要。

建築住宅課 0259-67－7403

佐渡市都市計画法施行
細則

　都市計画法、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則の施行に
関し、届出が必要。

建築住宅課 0259-67－7403

佐渡市文化財保護条例
　市指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ
す行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

世界遺産課 0259-63-5136

佐渡市伝統的建造物群
保存地区保存条例

　保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらかじめ、
市長の許可を受けなければならない。
　⑴　建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、増築、
改築、移転又は除却
　⑵　建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更す
ることとなるもの
　⑶　宅地の造成その他の土地の形質の変更
　⑷　木竹の伐採
　⑸　土石類の採取又は投棄
　⑹　水面の埋立て又は干拓
　⑺　水路の形質の変更

世界遺産課 0259-63-5136

魚沼市公共物管理条例
　市が所有する法定外公共物を占有する場合には、市長の許可を受け
なければならない。

建設課 025-793-7990

魚沼市消防本部開発行
為等に関する消防
指導要綱

　魚沼市消防本部管内において開発行為等をしようとするものは、事前
に本要綱に定める協議書を消防長に提出するものとする。
また、指導事項を完了したときは、消防長の確認を受けるものとする。

魚沼市消防本部
警防課

025-793-0119

佐渡市

阿賀野市

魚沼市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

魚沼市自然環境保全条
例

　保全地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当
該行為に着手しようとする日の60日前までにあらかじめ市長の許可を受
けなければならない。
(1)　建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2)　宅地を造成し、土地を開墾し、又はその土地の形質を変更するこ
と。
(3)　鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
(4)　水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5)　木竹を伐採すること。
(6)　広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること。
(7)　新潟県が指定した最新の絶滅危惧種選定種一覧(以下「県指定絶
滅危惧種一覧」という。)に選定されている植物及び市長が指定する植
物を採取し、又は移植すること。
(8)　県指定絶滅危惧種一覧で選定されている動物及び市長が指定す
る動物を捕獲し、又は卵を採取すること。
(9)　市長が指定する地区内において、当該地区が本来の生息、生育
地でない又は当該地区以外に生息、生育している動植物で、自然環境
等の保全に影響を及ぼすおそれのあるものとして、市長が指定する動
植物の個体を放ち、又は植栽し、若しくは種子をまくこと。
(10)　次のいずれかに該当する照明、投光器具等(誘蛾灯その他の害
虫駆除を目的とした照明及び防犯灯、街灯その他の昆虫採集を目的と
しない照明を除く。以下「照明器具等」という。)を用いた昆虫の灯火採
集をすること。
ア　出力が30ワット以上の照明器具等を用いて採集する場合
イ　100メートル以内の距離で2以上の照明器具等を用いて採集する場
合
(11)　その他自然環境等の保全に影響を及ぼすおそれがあるとして市
長があらかじめ指定した行為をすること。

生活環境課 025-792-9766

魚沼市地下水の保全に
関する条例

　市内全域で井戸を掘削しようとする場合、申請書を市長に提出し、許
可を受けなければならない。
市内は、第１種保全地域（主に市街地で地下水位の低下が著しい地
域）と第２種保全地域（第１種保全地域以外）があり、地域ごとに保全許
可水量を制限している。また、保全許可水量ごとに揚水機の吐出口径
の制限がある。

建設課 025-793-7990

魚沼市文化財保護条例

　市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なけ
ればならない。
　市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地
の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等は速や
かに教育委員会に届け出なければならない。

生涯学習課 025-793-7480

魚沼市都市計画法
施行細則

　都市計画法及び都市計画法施行規則の施行に関し、届出が必要。 都市整備課 025-793-7991

魚沼市景観条例
　建築物、工作物、開発行為、土地の形質の変更、植栽・伐採、屋外の
堆積に係る行為で一定規模以上のものについては届出が必要。

都市整備課 025-793-7991

魚沼市景観条例
施行規則

　建築物、工作物、開発行為、土地の形質の変更、植栽・伐採、屋外の
堆積に係る行為で一定規模以上のものについては届出が必要。

都市整備課 025-793-7991

南魚沼都市計画観光地
区建築条例

　第１種観光地区内においては、作業場の床面積の合計が50㎡をこえ
る工場（自動車修理工場は除く）と床面積の合計が15㎡をこえる畜舎は
建築してはならない。
第２種観光地区内においては、床面積の合計が15㎡をこえる畜舎は建
築してはならない。

都市計画課 025-773-6662

南魚沼市宅地開発指導
要綱

　宅地・建売分譲等を目的とする0.1ha以上の開発行為を行う場合は事
前協議等が必要。

都市計画課 025-773-6662

南魚沼市道路位置指定
に関する指導要綱

　宅地・建売分譲等を目的として0.1ha未満の一団の土地を造成し、位
置指定道路を築造する場合は、事前協議等が必要。

都市計画課 025-773-6662

南魚沼市中高層建築物
の建築に関する指導要
綱

　次の建築物を建築しようとする場合には、事前協議等が必要。
１　第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種
住居地域、第２種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域
（地区計画のない地域）にあっては、高さ15m以上の建築物
２　近隣商業地域、商業地域、工業地域（地区計画のある地域）、用途
地域の指定のない地域及び都市計画区域外にあっては、高さ18m以
上の建築物

都市計画課 025-773-6662

魚沼市

南魚沼市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

南魚沼地域屋根雪に関
する指導要綱

　自然落雪式建築物を建築する場合は、落雪影響距離の基準に基づ
いて、屋根雪が隣接地、道路等に支障を及ぼさないように設計及び建
築をしなければならない。ただし、隣接地所有者等利害関係人の承諾
を得た場合はこの限りではない。

都市計画課 025-773-6662

南魚沼市地下水の採取
に関する条例

　揚水設備を設置しようとし又は構造を変更しようとする場合には、市長
の許可が必要。
　地下水を採取するものは、地下水が限りある貴重な資源であるとの共
通認識を持ち、地下水の保全に努めるとともに、過剰な揚水を抑制する
ための効果的な対策を講じるなど、市の施策に協力し節水に努めなけ
ればならない。

環境交通課 025-773-6666

美佐島川窪地区
地区計画

　地区の利便性を活かした工業・流通業務地を形成するため、次の建
築物等の用途の制限を定める。
（１）住宅
（２）共同住宅、寄宿舎又は下宿
（３）住宅以外の用途を兼ねる兼用住宅
（４）ボウリング場、スケート場又は水泳場
（５）まあじゃん店、ぱちんこ店、射的場その他これらに類するもの
（６）建築基準法別表第2（ぬ）項第1号に掲げる工場のうち、（１）から（２
４）及び（２９）から（３１）と同項第２号に掲げる施設（火災の危険性が大
きいか又は粉塵、悪臭、有毒ガス等により、著しく環境を悪化させるお
それがある工場又は施設。）

都市計画課 025-773-6662

胎内市開発行為
指導要綱

　都市計画区域内における宅地開発事業のうち、0.2ha以上の事業は
許可が必要。

地域整備課 0254-43-0306

胎内市公害防止条例
規則で定める工場又は事業場を設置しようとするときは、その設置の工
事の開始の日の90日前までに市長へ協議が必要。

市民生活課 0254-43-0309

胎内市文化財保護条例
市指定文化財に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ
す行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可が必要。

生涯学習課 0254-47-3409

胎内市墓地等の経営の
許可等に関する条例

・墓地の設置場所は、学校、病院、その他の公共施設または住宅から
概ね100メートル以上離れた土地でなければならない。
・墓地等の敷地は、墓地等を経営しようとするものが自ら所有する土地
でなければならない。

市民生活課 0254-43-0309

胎内市ペット霊園の設置
等に関する条例

ペット霊園を設置しようとする者又はペット霊園についてその区域の変
更をしようとする者は市長の許可が必要。

市民生活課 0254-43-0309

胎内市準用河川、普通
河川等及び認定外道路
管理条例

次に掲げる行為をしようとする場合は市長の許可が必要。
1.準用河川及び普通河川等の流水を占用すること
2.公共物の敷地を占用すること
3.公共物から土石その他の産出物を採取すること
4.公共物において工作物を設置すること

地域整備課 0254-43-0306

聖籠町都市計画法施行
条例

　市街化調整区域における建築物の建築行為
（都市計画法第34条第11号の規定により、許可を受ける場合の土地の
区域指定及び建築可能な予定建築物の用途を定めている。）

ふるさと整備課 0254-27-2111

聖籠町特別用途地区
建築条例

　特別工業地区における以下の建築物についての建築制限
　１　住宅
　２　共同住宅、寄宿舎又は下宿
　３　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施
　　設
　４　カラオケボックスその他これに類するもの
　５　ぱちんこ屋、マージャン屋、馬券・馬券販売所その他これらに類
　　するもの
　６　図書館、博物館その他これらに類するもの
　７　老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類
　　するもの
　８　学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
　９　公衆浴場、診療所
　10 畜舎
　11 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ふるさと整備課 0254-27-2111

南魚沼市

聖籠町

胎内市
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

聖籠町宅地開発
指導要綱

　主として宅地開発事業に係る開発行為で、開発区域の面積が原則
0.3ha以上必要な行為（法令で定められた申請を行う前）を行う場合に
は事前協議申請が必要。

ふるさと整備課 0254-27-2111

聖籠町公共物管理条例

　下記の場合には許可申請が必要。
　公共物（普通河川等、河川管理施設、認定外道路、道路管理施設）
においての以下の行為
　１　普通河川等の流水を占用する場合
　２　公共物の敷地を占用する場合
　３　公共物から土砂、その他産出物を採取する場合
　４　公共物において工作物を新築し、改築し、又は除去する場合
　５　公共物において土地の掘削、盛土、若しくは切土、その他土地
　　の形状を変更する行為（前号の許可に係る行為のためにするもの
　　を除く。）又は竹木を植栽若しくは伐採する場合
　６　公共物において土石、竹木その他物件を堆積し、又は設置する
　　場合

ふるさと整備課 0254-27-2111

聖籠町土砂等による土地
の埋立て等の規制に関
する条例

　土砂等による土地の埋立て、掘削（土砂採取含む）、盛土及び切土で
1,000㎡以上の行為を行う場合は、着手の30日前までに届出が必要。

生活環境課 0254-27-2111

聖籠町事業の用に供す
る開発行為等に関する手
続条例

　事業の用に供することを目的として行う土地の区画形質若しくは用途
を変更する行為又は事業場、工場等の工作物を設置する行為を行う場
合は、事業区域を利用する権利を取得する契約の締結又は開発行為
等に関係する法令に基づく許可、認可等の申請その他の行為の前に
届出が必要。

生活環境課 0254-27-2111

聖籠町火入れに関する
条例

　森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする
場合は、火入れ開始の10日前までに許可申請が必要。

産業観光課 0254-27-2111

聖籠町青少年に有害な
図書等の自動販売機等
の規制に関する条例

　下記の場合の届出について追加事項あり
　・　新潟県青少年健全育成条例第22条の３第１項に規定する届出
　　の際、以下のことを併せて提出
　○　設置する土地又は建物所有者の氏名（法人にあっては、名称
　　及び代表者の氏名）、住所及び電話番号

社会教育課 0254-27-2121

聖籠町文化財保護条例

　町文化財に関し、次の行為をしようとする場合にはあらかじめ教育委
員会の許可を受けなければならない。
　1　現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為を
　　しようとするとき
　2　町文化財を町の区域外に移そうとするとき

社会教育課 0254-27-2121

弥彦村景観創造条例
　建築物、工作物、広告物、土地の形質の変更になどに係る行為で、
一定規模以上のものについては届出が必要。

防災むらづくり課 0256-94-1022

弥彦村都市計画法施行
規則

　都市計画法、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則の施行に
関し、届出が必要。

防災むらづくり課 0256-94-1022

弥彦村宅地開発
指導要綱

　開発行為に対し適切な指導と規制を行うため、届出が必要。 防災むらづくり課 0256-94-1022

田上町
田上町住宅地開発行為
指導要綱

　宅地分譲、建売り分譲及び賃貸住宅建築を目的とする面積が0.1ha
以上の開発行為の場合は申請が必要。

地域整備課 0256-57-6223

阿賀町地域開発行為等
指導要綱

　下記の場合には届出が必要。
１　都市計画区域内で、開発面積が3,000㎡以上の事業
２　都市計画区域外で、開発面積が10,000㎡以上の事業

総務課 0254-92-3113

阿賀町公共財産
管理条例

法定外公共物について、下記の場合には町長の許可が必要。
　1　工作物を新築し、改築し、又は除却等の工事をすること。
　2　農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用するこ
　　と。
　3　上記に掲げるもののほか、公共用財産をその目的外の目的で使用
　　すること。

建設課 0254-92-5765

聖籠町

阿賀町

弥彦村
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

阿賀町文化財保護条例

・町指定文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及
ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければなら
ない。
・町指定史跡・名勝・天然記念物の指定地域の土地について所在、地
番、地目又は地積に異動があったときは所有者等は教育委員会に届
け出なければならない。

社会教育課 0254-92-3333

出雲崎町文化財
保護条例

　町文化財に関し、次の行為をしようとする場合にはあらかじめ教育委
員会の許可を受けなければならない。
　1　現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為を
　　しようとするとき
　2　町文化財を出雲崎町の区域外に移そうとするとき

教育課 0258-78-2250

出雲崎町道路占用規則
　町が管理する道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を
使用しようとする場合においては、本規則に基づく申請が必要

建設課 0258-78-2296

湯沢町地下水採取の
規制に関する条例

【規制】
　（１）指定地域毎に井戸のケーシング口径と揚水機の吐出口径の
　　　 基準を設け、その基準を超える井戸の掘削はできない。
　（２）指定地域内の一宅地又は一事業地においては、必要最小限
　　　かつ２本を超える本数の井戸を掘削してはならない。
　（３）公共の用に供するもの、又は用途上特に必要かつ適当で
　　　 あって他の水源をもって代えることが困難であるもので、
　　　町長が必要と認めるものは、（１）（２）の規定にかかわらず、
　　　掘削できるものとする。
　（４）（３）の規定を適用する場合、町長は湯沢町地下水対策
　　　委員会に諮問しなければならない。
【許可】
　指定地域において井戸を掘削しようとする者は、町長の許可を受けな
ければならない。

建設課 025-784-4852

湯沢町宅地開発及び
中高層建築物指導要綱

　下記の場合には法令で定められた手続きを行う前に町と協議が必
要。
　（１）宅地開発事業でその規模が3,000㎡以上のもの
　（２）中高層建築物の建設事業でその建築物が次の規模を有するもの
　　ア　商業地域及び近隣商業地域、用途地域の指定のない地
　　　域、並びに都市計画区域外における建築物は、高さが18m
　　　以上のもの
　　イ　アに掲げる用途地域以外の用途地域における建築物は、
　　　高さが15m以上のもの
　（３）宅地開発拡張事業又は建築物の増築事業において、
　　　その拡張後の面積又は増築後の高さが前各号に該当するもの。
　（４）（２）（３）に該当する建物のうち、リゾートマンションで、
　　　その用途をホテル等に変更することにより、その地域
　　　住民、環境に影響があると予測されるもの

建設課 025-784-4852

南魚沼地域屋根雪に関
する指導要綱

　自然落雪式建築物を建築する場合は、落雪影響距離の基準に基づ
いて、屋根雪が隣接地、道路等に支障を及ぼさないように設計及び建
築をしなければならない。ただし、隣接地所有者等利害関係人の承諾
を得た場合はこの限りではない。

建設課 025-784-4852

湯沢町公共物管理条例

　公共物において下記の行為をする者は許可申請が必要。変更も同
様。
(1)　公共物の敷地を占用すること。
(2)　公共物から土砂その他の産出物(以下「土石等」という。)を採取す
ること。
(3)　普通河川等の流水を占用すること。
(4)　公共物において、工作物を新築、改築又は除却すること。
(5)　公共物において、土地の掘削、盛土、切土又はその他土地の形状
を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は
竹木を植栽若しくは伐採すること。
(6)　公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置する
こと。

建設課 025-784-4852

出雲崎町

阿賀町

湯沢町

阿賀町道路占用規則
　町道に工作物、物件又は施設を設け継続して道路及び道路敷地を
使用する場合は、本規則に基づく許可が必要。

建設課 0254-92-5765

阿賀町道路工事
承認規則

　町道において、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は道路
の維持を行う場合は、本規則に基づく許可が必要。

建設課 0254-92-5765
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　　　［参考－市町村］

市町村名 条例等名称 規制の対象となる内容 担当課 電話番号

湯沢町道路占用規則 　町が管理する道路を占用する場合、本規則に基づく許可が必要。 建設課 025-784-4852

豊かな自然と調和した美
しい湯沢町をつくる条例

　豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくるため、町民、事業者が行
う景観形成に係る行為について指導、又は助言をすることができる。

建設課 025-784-4852

津南町公共物管理条例

　公共物（普通河川等、河川管理施設、認定外道路、道路管理施設）
において、次に掲げる行為をしようとする場合は、許可申請が必要。
　１　普通河川等の流水を占用する場合
　２　公共物の敷地を占用する場合
　３　公共物から土石、その他の産出物を採取すること
　４　公共物において工作物を新築し、改築し、又は除去すること
　５　公共物において土地の掘削、盛土、切土若しくはその他土地の
　　形状を変更する行為又は竹木を植栽若しくは伐採すること
　６　公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置
　　すること

総務課 025-765-3112

津南町文化財保護条例

　町文化財に係る行為で、下記の場合にはあらかじめ教育委員会の許
可を受けなければならない。
　１　現状を変更しようとするとき
　２　その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

教育委員会 025-765-5511

刈羽村
刈羽村水道水源
保護条例

　村が指定する水源保護地域において、下記の事業を行う場合、事前
協議が必要。
　１　産業廃棄物処理業
　２　土砂採取業
　３　その他水質汚濁を招くおそれのある事業

福祉保健課 0257-45-3916

関川村自然環境
保全条例

　村が指定した自然環境保全地区内において、下記の行為を行う場合
は届出が必要。
　１　宅地の造成、土地の開墾、土石類の採取及び水面の埋立又は
　　干拓等の形質の変更
　２　建築物、その他工作物の新設、改造又は増設
　３　その他自然景観の著しい変更

地域政策課 0254-64-1478

関川村公害防止条例

　大気汚染等を生ずるおそれがある工場又は事業場として規則で定め
るものを設置しようとする者は、その設置の工事の開始の日の90日前ま
でに、下記の各号について村長と協議が必要。
　１　工場又は事業場の設置に関すること
　２　公害防止のために必要な施設の整備、使用燃料、その他の措
　　置に関すること
　３　公害防止対策を実施するために必要な事業者の報告及び村職
　　員の立入調査等に関すること
　４　公害が発生した場合における措置、その他必要なこと

住民税務課 0254-64-1471

関川村文化財保護条例

　村文化財の所有者等が次の行為をしようとするときは、あらかじめ委
員会の許可を受けなければならない。
　１　現状を変更しようとするとき
　２　その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき
　３　村の補助金を受けた村文化財を村の区域外に移そうとするとき

教育課 0254-64-1491

粟島浦村公共物
管理条例

　下記の場合には許可申請が必要。
　公共物（普通河川等、河川管理施設、認定外道路、道路管理施設）
においての以下の行為
　１　普通河川等の流水を占用する場合
　２　公共物の敷地を占用する場合
　３　公共物から土砂、その他産出物を採取する場合
　４　公共物において工作物を新築し、改築し、又は除去する場合
　５　公共物において土地の掘削、盛土、若しくは切土、その他土地
　　の形状を変更する行為（前号の許可に係る行為のためにするもの
　　を除く。）又は竹木を植栽若しくは伐採する場合
　６　公共物において土石、竹木その他物件を堆積し、又は設置する
　　場合

産業振興課 0254-55-2111

粟島浦村火入れに関す
る条例

　森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする
場合は、火入れ開始の2日前までに許可申請が必要。

産業振興課 0254-55-2111

粟島浦村文化財
保護条例

　村文化財に係る行為で、下記の場合にはあらかじめ教育委員会の許
可を受けなければならない。
　１　現状を変更しようとするとき
　２　その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

教育委員会 0254-55-2114

湯沢町

粟島浦村

関川村

津南町
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